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【
要
約
】
建
久
三
年
に
太
政
官
へ
注
進
さ
れ
た
伊
勢
神
宮
領
注
文
と
、
『
神
鳳
妙
』
の
両
資
料
は
、
神
宮
領
を
研
究
す
る
上
で
、
最
重
要
な
資
料
で
あ
る

事
は
論
を
俊
た
な
い
が
、
し
か
し
、
従
来
こ
の
両
資
料
の
性
格
に
つ
い
て
十
分
検
討
さ
れ
る
事
な
く
使
用
さ
れ
て
来
た
嫌
い
が
あ
る
。
本
論
で
は
、
こ
の

反
省
に
立
っ
て
検
討
を
加
え
た
結
果
、
神
宮
領
注
文
は
、
伊
勢
国
内
の
神
郡
所
在
の
所
領
と
、
国
外
・
非
神
郡
の
直
轄
的
所
領
が
欠
落
し
て
い
る
事
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
　
『
神
望
事
臨
は
、
神
宮
領
注
文
と
は
別
個
の
性
格
を
持
つ
祭
祀
体
系
の
確
立
を
企
図
し
た
承
久
年
間
の
注
進
、
遷
宮
時
の
日
食

米
賦
課
を
目
的
と
し
た
注
進
等
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
特
に
前
者
の
承
久
の
注
進
は
、
従
来
ほ
ぼ
神
宮
領
の
全
貌
を
示
す
と
考
え
ら
れ
て
来
た
が
、
事

錨
蕪
繋
纏
雛
舞
鍵
難
曲
馳
㌔
轄
領
は
欠
善
し
て
い
る
事
等
．
が
明
ら
か
、
な
監
藪
助
．
謬
錯
態
…

は
　
じ
　
め
　
に

『
神
宮
讐
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
・
い
わ
ゆ
る
建
冬
一
霧
「
伊
勢
太
書
鶴
注
文
」
（
蒼
天
「
神
領
酔
気
と
略
称
）
と
『
神
鳳
卸

が
伊
勢
神
宮
領
を
解
明
す
る
上
で
不
可
欠
な
資
料
で
あ
る
事
は
、
今
更
贅
言
す
る
必
要
の
な
い
事
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
神
宮
領
に
番
及
し
た
論

文
に
あ
っ
て
は
、
何
ら
か
の
形
で
こ
の
両
資
料
を
分
析
対
象
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
垣
晴
次
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ

　
②

う
に
、
両
資
料
に
つ
い
て
資
料
的
分
析
を
行
っ
た
研
究
は
極
め
て
少
く
、
多
く
の
論
稿
は
両
資
料
へ
の
多
少
の
樹
間
を
表
明
し
な
が
ら
も
、
殆

ど
無
批
判
に
使
用
し
て
い
る
の
が
研
究
現
状
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
結
果
、
r
多
く
の
論
稿
は
神
宮
領
を
総
体
的
に
、
構
造
的
に
把
握
す
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る
道
を
自
ら
塞
ぐ
事
に
な
り
、
部
分
的
、
表
面
的
分
析
に
終
始
す
る
事
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
両
資
料
に
就

い
て
、
従
来
の
研
究
成
果
を
概
観
し
、
つ
い
で
、
そ
の
基
本
的
性
格
を
二
ニ
ニ
指
摘
す
る
事
に
よ
っ
て
神
宮
領
を
分
析
す
る
に
際
し
て
の
基
礎

的
視
角
を
提
起
す
る
事
に
し
た
い
。

　
「
神
領
注
文
」
を
素
材
に
し
、
神
宮
領
を
論
じ
た
主
要
な
研
究
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ω
　
萩
原
龍
夫
氏
「
伊
勢
信
仰
の
発
展
と
祭
祀
組
織
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

②
　
網
野
善
彦
罠
「
荘
園
公
領
制
の
形
成
と
構
造
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

③
　
棚
橋
光
男
氏
「
中
…
世
伊
勢
神
宮
領
の
形
成
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ω
　
西
垣
晴
次
氏
「
中
世
神
宮
領
の
構
造
」

が
あ
げ
ら
れ
る
。
ω
は
「
神
領
注
文
」
を
本
格
的
に
取
り
上
げ
、
神
宮
領
を
分
析
し
た
最
初
の
研
究
で
あ
り
、
御
厨
・
御
園
（
以
下
、
御
厨
園
と

略
記
）
が
、
　
「
十
一
世
紀
後
半
以
後
、
荘
園
寄
進
と
ほ
ぼ
同
様
な
形
で
、
神
宮
私
幣
化
に
と
も
な
っ
て
勃
興
し
た
も
の
」
と
明
確
に
規
定
を
行

っ
た
う
え
、
大
庭
・
相
馬
御
厨
な
ど
を
対
象
に
、
寄
進
の
歴
史
的
事
情
、
口
入
神
主
の
性
格
な
ど
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
氏
は

ヒ
「
神
領
注
文
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
所
載
の
「
御
厨
の
数
が
少
な
す
ぎ
る
の
が
欠
点
で
あ
る
が
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
氏
の

解
研
究
は
、
御
厨
園
の
成
立
と
そ
の
主
体
と
な
っ
た
階
層
、
契
機
と
を
統
一
的
に
把
握
し
た
も
の
と
し
て
、
神
宮
領
研
究
の
レ
ベ
ル
を
飛
躍
的
に

進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
ふ
り
か
え
れ
ば
、
若
干
の
問
題
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
　
「
神
領
注
文
」
の
御
厨
園
数
が
少
な
す
ぎ

る
と
正
当
な
疑
闇
を
提
起
し
な
が
ら
も
、
そ
の
意
味
、
理
由
を
追
及
さ
れ
な
か
っ
た
事
、
つ
ま
り
、
資
料
的
性
格
－
駆
落
性
で
な
く
一
に
言
及

さ
れ
な
か
っ
た
事
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
こ
れ
と
深
く
関
連
す
る
が
、
　
「
神
領
注
文
」
所
載
の
御
厨
園
を
以
っ
て
、
神
宮
領
の
代
表
的
御
厨
園

と
さ
れ
た
事
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
で
詳
述
し
た
い
が
、
同
資
料
に
欠
落
し
た
御
厨
園
は
多
く
、
し
か
も
そ
れ
は
恣
意
的
・

偶
然
的
で
は
な
く
、
r
神
宮
の
、
個
家
的
北
公
認
オ
れ
た
権
利
の
費
使
に
基
づ
く
欠
落
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
同
資
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

所
載
の
御
厨
園
は
決
し
て
神
宮
の
代
表
的
所
領
と
は
見
な
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
に
至
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
神
宮
領
を
構
成
す
る
諸
所
領

2　（2）



建久三年「伊勢太神宮領注文」とr神鳳紗』　（稲本）

の
最
も
外
縁
に
位
置
す
る
一
類
型
に
す
ぎ
な
い
事
が
明
確
と
な
ろ
う
。
②
は
、
　
「
往
古
神
領
」
以
下
、
御
厨
園
の
成
立
画
期
と
地
域
的
分
布
を

分
析
し
、
　
「
古
い
起
源
を
も
つ
神
戸
・
御
厨
」
が
「
伊
勢
・
志
摩
を
中
心
に
、
　
（
中
略
）
東
海
道
諸
国
に
圧
倒
的
に
分
布
し
」
、
「
東
国
に
神
領

が
拡
大
し
は
じ
め
る
の
は
院
政
期
に
入
っ
て
か
ら
」
と
さ
れ
、
そ
の
形
成
に
権
禰
宜
層
の
積
極
的
役
割
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
時
代
的
地
域
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

差
異
を
考
察
す
る
事
に
よ
っ
て
、
萩
原
氏
の
成
果
を
」
歩
進
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
氏
に
あ
っ
て
も
、
先
の
問
題
点
一
・
二
は
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

然
と
し
て
残
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
、
氏
の
主
張
も
、
そ
の
他
の
御
厨
園
を
考
察
に
入
れ
て
再
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
③
・

ω
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
③
は
、
神
宮
支
配
機
構
と
、
戸
田
以
下
神
宮
領
全
般
に
わ
た
る
、
い
わ
ば
、
伊
勢
神
宮
の

中
世
的
成
立
を
論
じ
た
画
期
的
な
論
文
で
あ
る
が
、
今
、
関
係
す
る
点
の
み
摘
記
す
れ
ば
、
「
神
領
注
文
」
の
史
料
的
信
拠
性
を
詳
細
に
検
討
さ

れ
た
上
で
、
「
十
一
世
紀
末
か
ら
、
十
二
世
紀
初
頭
に
お
け
る
本
宮
庁
（
禰
宜
庁
）
の
機
構
的
確
立
を
密
接
不
可
分
な
過
程
と
し
て
」
、
御
厨
園

が
設
置
さ
れ
た
事
、
ま
た
こ
れ
ら
御
厨
は
、
大
庭
・
相
馬
御
厨
と
異
な
り
、
　
「
給
主
」
す
な
わ
ち
「
禰
宜
・
権
禰
宜
の
き
わ
め
て
強
固
な
支
配

権
を
示
し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
こ
に
始
め
て
、
　
「
神
領
注
文
」
の
史
料
的
検
討
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
御
厨
園
の
内
部
構
造
に
ま

で
言
及
さ
れ
、
戸
国
・
神
田
等
の
考
察
と
合
わ
せ
て
、
神
宮
領
全
般
の
構
造
的
な
把
握
が
行
わ
れ
、
研
究
水
準
を
大
き
く
前
進
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
氏
も
、
同
資
料
の
性
格
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
が
、
分
析
対
象
を
伊
勢
国
外
の
御
厨
園
に
限
定
し
た
事
に
関
説
さ
れ

て
「
伊
勢
国
内
の
御
厨
・
御
園
は
謀
叛
人
跡
1
1
（
伊
勢
）
平
氏
没
官
領
の
書
き
上
げ
が
主
目
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
」
と
述
べ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
い
る
点
に
、
氏
の
同
資
料
の
性
格
に
対
す
る
考
え
方
の
一
端
が
窺
え
う
る
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
、
晟
の
場
合
も
、
先
の
間
題
点
は
未
解
決

の
ま
ま
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ω
は
、
　
「
神
領
注
文
」
の
み
な
ら
ず
、
　
『
神
鳳
紗
』
に
つ
い
て
も
詳
細
な
、
本
格
的
な
検
討
を
加
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
志
摩
国
所
在
の
御
厨
園
に
つ
い
て
神
宮
が
注
進
を
拒
否
し
て
い
る
点
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
　
「
神
領
注

文
」
が
、
太
政
官
と
神
宮
の
「
新
制
の
講
文
を
め
ぐ
っ
て
対
抗
し
て
い
た
な
か
か
ら
う
み
だ
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
事
を
鋭
く
指
摘
さ
れ
る
と

と
も
に
、
　
『
神
詣
紗
』
に
み
え
る
建
久
四
年
の
注
文
こ
そ
こ
の
対
抗
関
係
の
過
程
で
、
改
め
て
神
宮
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
両
資
料
の
連
関

を
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
、
　
「
神
領
注
文
」
と
建
久
四
年
の
注
文
と
を
比
較
し
た
場
合
、
前
者
の
御
厨
園
数
が
少
な
い
理
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由
を
、
神
宮
の
抵
抗
の
所
産
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
始
め
て
不
記
載
の
理
由
が
注
図
さ
れ
、
同
資
料
の
性
格
に
メ
ス
が

入
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
氏
は
以
上
の
検
討
の
上
に
た
っ
て
、
建
久
三
・
四
年
の
両
注
文
に
「
記
載
さ
れ
た
所
領
を
も
っ
て
、
建
久
年
間
に
お

け
る
神
宮
領
の
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
　
「
ほ
ぼ
建
久
年
闇
の
神
宮
の
所
領
で
あ
っ
た
」
と
い
う
前
提
の

下
に
、
神
宮
領
の
分
析
、
所
領
の
形
態
、
収
取
形
態
を
詳
細
に
分
析
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
氏
は
以
上
の
よ
う
に
同
資
料
が
、
御
厨
園
を
欠
落

さ
せ
た
基
本
的
理
由
を
神
宮
の
抵
抗
に
求
め
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
、
不
記
載
の
理
由
を
個
別
的
に
検
討
さ
れ
、
そ
の
理
由
を
武
士
の
押
領
に

　
　
、
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
　
糾
宮
の
支
配
力
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
所
領
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
司
の
妨
げ
等
々
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
没
富
領
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
論
中
の
も
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
他
相
帯
、

よ
り

こ
の
よ
う
に
、
岡
資
料
の
性
格
を
、
政
治
史
過
程
か
ら
、
あ
る
い
は
個
別
・
具
体
的
事
由
か
ら
、
検
討
さ
れ
た
意
義
は
、
今
後
、
同
資
料
を
有

効
t
活
用
す
る
上
で
、
非
常
に
大
き
い
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
資
料
の
基
本
的
性
格
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
記
載
の
理
由
が
、
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
事
由
の
み
で
説
明
し
う
る
か
と
い
う
疑
問
で
あ
り
、
こ
の

疑
問
は
、
逆
に
言
え
ば
、
記
載
さ
れ
た
御
厨
園
の
、
ま
さ
し
く
記
載
さ
れ
た
理
由
は
何
か
を
問
う
事
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
御
厨
園
の
性
格

を
庇
う
事
で
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
…
章
で
述
べ
た
い
と
思
う
。
　
（
な
お
、
陶
資
料
の
儒
学
性
に
つ
い
て
は
棚
橋
、
西
垣
両
氏
に
よ

っ
て
史
料
的
評
価
を
得
て
お
り
、
こ
こ
で
は
問
題
と
は
し
な
い
。
）

　
次
に
同
じ
く
『
神
鳳
紗
』
の
研
究
史
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
主
要
な
論
稿
と
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ω
　
玉
村
禎
祥
氏
　
㈲
「
『
神
鳳
紗
簸
の
問
題
点
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
「
『
神
鳳
紗
』
の
性
格
と
伊
勢
神
宮
領
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

②
　
西
田
長
男
氏
　
解
題
『
神
鳳
妙
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

③
　
西
川
順
土
氏
　
　
「
神
鳳
紗
の
成
立
に
つ
い
て
」

㈲
　
西
垣
晴
次
氏
　
前
掲
論
文

　
ω
㈲
は
、
　
『
神
宮
雑
例
集
』
（
以
下
『
雑
例
集
』
と
略
称
）
、
「
神
領
注
文
」
、

『
神
州
妙
』
の
各
資
料
中
の
御
厨
園
の
記
載
有
無
、
順
序
、
あ
る
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い
は
『
冥
福
紗
』
に
お
け
る
「
内
」
、
「
外
」
、
　
「
二
宮
」
の
傍
注
の
有
無
、
比
率
を
検
討
し
た
も
の
。
氏
は
こ
の
論
稿
で
、
『
雑
例
集
』
多
気
郡

に
あ
げ
ら
れ
た
内
宮
領
御
厨
園
が
、
　
『
神
鳳
紗
』
岡
郡
の
建
久
四
年
の
注
文
内
に
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
事
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ

れ
る
。
ω
b
は
、
　
『
神
鳳
妙
』
中
に
み
ら
れ
る
「
承
久
注
進
定
」
内
に
記
載
さ
れ
た
も
の
と
、
そ
れ
以
外
と
は
記
載
様
式
が
異
な
る
事
に
注
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

さ
れ
、
そ
の
相
違
が
、
神
宮
領
と
し
て
の
相
違
に
由
る
と
さ
れ
る
と
共
に
、
前
者
の
御
厨
園
が
神
宮
領
の
中
核
部
分
を
な
す
と
主
張
さ
れ
た
。

②
は
解
題
で
あ
る
事
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
氏
経
本
」
と
「
旧
文
殿
本
」
を
書
写
し
た
「
御
巫
本
」
と
を
対
校
さ
れ
、
後
者

が
原
本
に
近
い
も
の
で
あ
る
事
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
上
、
同
書
の
成
立
時
期
を
、
　
「
延
文
五
年
を
あ
ま
り
降
ら
な
い
こ
ろ
お
い
、
内
宮
祠
官
の

手
に
編
述
さ
れ
た
」
と
し
、
そ
の
原
本
は
、
内
宮
の
延
文
五
年
の
「
本
宮
注
進
本
」
と
外
宮
「
干
時
一
禰
宜
晴
宗
神
主
之
本
等
」
を
基
に
し
、

編
者
に
よ
る
訂
正
・
増
補
が
加
え
ら
れ
成
立
し
た
と
さ
れ
た
。
ま
た
所
載
の
神
宮
領
に
つ
い
て
は
、
建
久
四
年
の
注
文
、
承
久
注
進
宮
内
の
そ

れ
ら
は
鎌
倉
期
の
神
宮
領
の
現
況
を
示
す
が
、
そ
れ
以
後
、
南
北
朝
期
迄
増
加
し
た
神
宮
領
を
書
き
加
え
た
と
し
な
が
ら
も
、
必
ず
し
も
南
北

糊
の
神
宮
領
現
況
を
表
わ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
退
転
し
た
神
宮
領
を
も
記
載
し
た
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
③
は
、
本
書
の
資

料
的
性
格
の
に
つ
い
て
、
本
格
的
な
考
察
を
し
た
最
初
の
業
績
と
い
っ
て
よ
く
、
提
起
さ
れ
た
論
点
も
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
の
中
で
注
目
す
べ

き
点
は
、
本
書
は
、
延
文
五
年
作
成
の
「
本
宮
注
進
本
」
と
や
は
り
同
年
作
成
の
「
外
宮
注
進
本
」
を
書
写
し
た
晴
宗
神
主
本
、
そ
の
他
の
文

献
を
勘
面
し
て
書
写
し
た
も
の
か
ら
成
り
立
つ
と
さ
れ
、
成
立
時
期
、
構
成
に
つ
い
て
西
田
氏
と
考
え
を
異
に
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
ま
た

こ
の
注
進
が
「
造
替
遷
宮
と
は
か
な
り
関
係
し
て
居
る
や
う
に
思
は
れ
、
寧
ろ
遷
宮
の
料
の
徴
収
に
当
っ
て
神
領
の
全
容
を
把
握
す
る
必
要
も

あ
っ
た
」
と
注
進
本
の
性
格
に
雷
及
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
本
書
が
、
注
進
本
を
基
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
御
厨
園
の

追
記
・
脱
落
が
ま
ま
み
ら
れ
る
理
由
を
、
本
書
の
杜
撰
さ
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
本
書
に
「
車
外
果
子
魚
貝
已
下
供
祭
御
蟄
進
済
御
領
等
略

之
」
と
あ
る
の
に
注
目
さ
れ
、
　
「
御
蟄
進
済
御
領
は
略
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
」
と
本
書
の
基
本
的
性
格
（
注
進
の
基
本
的
性
格
）
を
正

し
く
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
氏
の
論
稿
は
、
右
の
ご
と
く
、
遷
宮
と
の
関
係
、
御
亀
進
済
御
厨
の
省
略
等
、
本
書
の
資
料
的
性
格
を
今
後
検

討
す
る
上
で
、
提
起
さ
れ
た
問
題
は
重
要
で
あ
る
。
ω
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
の
で
省
略
す
る
。
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以
上
、
主
要
な
論
稿
を
概
観
し
た
が
、
承
久
注
進
定
の
理
解
を
始
め
、
本
書
の
性
格
、
あ
る
い
は
成
立
経
緯
、
時
期
等
に
つ
い
て
残
さ
れ
た

問
題
は
多
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
二
章
で
は
こ
れ
ら
諸
悪
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

①
両
者
と
支
『
離
轍
籍
6
神
宮
神
領
記
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
特
に

　
同
書
に
は
『
神
里
砂
』
は
「
氏
経
本
」
「
御
巫
本
」
双
方
が
所
収
さ
れ
て
お
り
、

　
研
究
す
る
上
で
、
与
え
ら
れ
た
便
宜
は
大
き
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
『
煤
塵
妙
』

　
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
「
御
巫
本
」
に
拠
る
。

②
西
藩
次
「
中
世
讐
領
の
構
造
」
灘
顯
縫
生
『
爽
・
中
世
の
襲
と

　
民
俗
文
化
』
所
収
）

③
萩
原
龍
夫
『
中
世
祭
祀
組
織
の
研
究
』
補
論

④
竹
内
理
三
編
『
土
地
鋼
度
史
1
』
第
四
章
第
2
節

⑤
　
棚
橋
光
男
『
中
世
成
玄
期
の
法
と
国
家
』
判

⑥
注
②
論
文

⑦
　
戸
田
・
寄
戸
等
は
神
宮
領
の
重
要
構
成
要
素
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
神
宮
領
全

　
体
を
考
察
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
捨
象
し
た
。

⑧
た
だ
し
、
網
野
氏
の
「
往
古
神
領
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
棚
橋
氏
の
批
判
が
あ

　
る
（
注
⑤
論
文
）
。

⑨
確
か
に
、
伊
勢
国
内
の
御
厨
園
、
た
と
え
ば
、
若
松
南
・
為
元
・
成
型
御
厨
に

　
つ
い
て
は
、
没
官
領
の
記
載
は
あ
る
が
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
没
官
領
で
あ
っ
た

　
証
拠
は
な
く
、
逆
に
上
野
国
高
山
御
厨
な
ど
に
没
官
地
の
記
載
が
あ
り
、
氏
の
主

　
張
に
は
矛
盾
が
あ
る
。

⑩
た
だ
し
、
氏
は
（
識
）
に
お
い
て
、
神
三
郡
、
朝
明
、
員
弁
郡
所
在
の
所
領
は

　
記
載
は
な
く
、
安
西
郡
に
一
ヶ
所
の
み
と
述
べ
ら
れ
、
こ
の
理
由
を
、
神
三
郡
の

　
歴
史
的
性
格
に
基
づ
く
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
と
、
本
文
で
あ
げ
ら
れ
た
神
宮

　
の
抵
抗
以
下
の
諸
理
由
と
い
か
に
関
係
す
る
の
か
整
合
的
に
説
閾
さ
れ
て
い
な
い

　
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑪
　
立
正
大
学
史
学
会
編
『
宗
教
社
会
史
研
究
』
所
収

⑫
『
立
正
史
学
隔
四
十
五
号

⑬
『
群
磐
解
題
』
第
六
巻
所
収

⑭
『
神
道
史
研
究
』
二
十
八
巻
二
号

⑮
　
西
川
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
玉
村
氏
の
論
稿
は
「
氏
経
本
」
に
拠
っ

　
て
い
る
た
め
、
　
「
氏
経
本
」
の
誤
記
を
始
め
と
す
る
問
題
点
を
考
慮
さ
れ
て
い
な

　
い
点
、
残
念
で
あ
る
。

⑯
　
た
だ
し
、
承
久
年
間
の
注
進
（
承
久
注
進
定
）
に
つ
い
て
は
、
公
卿
勅
使
の
派

　
遣
、
禰
宜
定
員
の
増
員
な
ど
、
承
久
年
間
の
、
朝
廷
と
神
宮
と
の
開
発
か
ら
説
明

　
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
遷
宮
の
料
」
を
残
は
、
役
夫
工
米
微
収
と
考
え
て
お
ら

　
れ
る
が
、
改
め
て
述
べ
る
間
で
も
な
く
、
神
宮
領
は
役
夫
工
米
は
免
除
さ
れ
て
お

　
り
、
こ
れ
は
第
二
章
で
の
べ
る
ご
と
く
「
日
食
米
」
の
徴
収
で
あ
る
。
こ
の
他
氏

　
の
論
稿
は
細
部
に
至
れ
ば
、
問
題
は
多
い
。
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「
神
領
注
文
」
に
つ
い
て

　
　
「
神
領
注
文
」
の
資
料
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
と
し
て
、
先
ず
、
伊
勢
国
内
の
御
厨
園
の
所
在
無
を
確
定
す
る
事
か
ら
始
め
た
い
。

第
1
表
は
、
所
在
郡
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
所
在
郡
に
疑
義
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
以
下
検
討
を
加
え
る
。



＊
ω
　
黒
野
御
厨
　
『
神
薬
紗
』
に
は
、
ω
　
河
曲
郡
に
内
宮
領
黒
野
御
厨
、
㈲
　
一
志
郡
に
外
宮
領
南
・
北
黒
野
御
厨
、
の
　
同
門
に
黒
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

御
園
を
載
せ
る
。
ω
は
内
宮
領
で
あ
る
事
、
の
は
『
諸
国
御
厨
御
園
帳
』
（
以
下
「
御
厨
帳
」
と
略
称
）
に
は
黒
田
御
園
と
あ
り
『
神
嫁
鑑
』
の
誤

記
と
考
え
ら
れ
、
該
当
し
な
く
㈲
は
「
御
厨
帳
」
に
も
、
南
・
北
と
み
え
、
こ
の
両
御
厨
が
、
延
久
四
年
、
醍
醐
寺
領
曾
禰
庄
か
ら
、
　
「
面
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

太
神
宮
榊
、
不
弁
瀧
入
同
罪
三
好
溝
水
」
と
訴
え
ら
れ
た
度
会
連
頼
と
関
係
深
い
黒
野
御
厨
と
同
じ
で
あ
り
、
　
「
神
領
注
文
」
の
そ
れ
と
も
同

じ
で
あ
る
事
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

＊
②
　
八
太
御
厨
　
『
電
車
妙
』
に
は
、
ω
　
桑
名
郡
外
富
領
、
＠
　
一
志
郡
に
同
じ
く
外
宮
領
（
上
分
米
二
十
五
石
）
八
太
御
厨
が
み
え
る
。

④
は
「
御
厨
帳
」
に
記
載
が
な
い
の
に
対
し
、
㈲
は
『
書
例
集
』
、
　
「
御
厨
帳
」
　
（
所
当
然
二
十
五
石
）
と
も
に
み
え
、
㈲
と
確
定
で
き
る
。
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所属郡

第1表

御蟄米等御厨玉名　i内・外宮

憾
舳
蠣
翻
心
〃
〃
〃
〃
嫉
〃
渤
徳
鰐

＿士
　iUN

’ノ

tt

tt

tt

河曲
tt

’ノ

tt

河曲

〃
撫
〃
〃
蠣
〃
〃
〃
舳

　
芸

　
　
〃
　
　
〃

“
奄

〃
蠣
舳
〃
〃
難

「嘉承注文」内）

20万石，凡絹百疋
内・・…Z，外翻醤

3石，雑用新3石
2石4斗
1
薯
・石・斗鵜一町

1石2斗
3石
1石5斗
1石
S石
1石，雑用米8石
2石
5石
魚介御蟄
6石，起請米20石
2石，　起請米4石

3石
2石5斗
6石
1石5斗
4石
内・5石，外・3石
内・1石，雑用2石
外・1石3斗，雑用
内・5石，外・5石
内・3石，雑用米7
外・5石

　
石

　
1
　
石

石
石
用
石
7

3
2
雑
5
米

・
用
，
・
用

外
雑
斗
外
雑

　
ヨ

石
石
石
石
石
石

5
1
1
ρ
D
3
5

3石その他
3石その他
6石，　起言蓑ξ米6石

2石，起請米8石

6石，起請米10石

6石
内・3二

宮　
〃
〃
〃
〃
内
外
〃

二

〃
内
〃

　it　　1
　（以上

内　】

二　宮

　内

　n
　n
　tt

　tt

　tt

　tr

　tt

〃
外
目
〃
tt

tt

’ノ

n
tt

n
’ノ

tt

tt

宮

tt

tt

tt

　
　
　
　
　
　
　
宮

〃
外
〃
〃
〃
〃
〃

　
　
　
　
　
　
　
ご

戸
戸
誤
配
厨
細
面
隅
隅
園
田
厨

麟
繋
晶
声
量
淵
垣

　
　
　
　
く
う
　
　
　
　
　
シ
　
　
ラ

壱
河
鈴
桑
園
彼
粗
漫
阿
組
唄
紹
部
片
玉

厨
厨
隠
田
厨
藍
隈
國
厨
厨
厨
厨
厨
園
圃
厨
田
鰻
厨
賜
暇
厨
厨
田
園
厨
厨
厨
厨
厨
連
連
厨
厨
野

論
智
攣
藻
轟
轟
雷
嶋
野
婆
・
黒
田
・
生
論
D
高
藤
聖

細
菰
大
越
近
永
甚
緬
若
扁
平
深
野
紹
一
糊
論
議
楊
江
上
林
吉
豊
末
黒
安
河
山
遜
譲
細
為
網
南
原
瓢
鯛
麺
紺
屋
細
富
庄

〔所属郡は主として『神鳳妙』に拠った〕
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＊
③
　
部
田
御
厨
　
『
神
門
紗
』
に
は
、
ω
　
安
西
郡
の
「
御
門
注
文
定
」
内
に
内
宮
領
、
上
分
米
十
石
と
㈲
　
奄
芸
郡
に
も
部
田
御
厨
を
の

せ
る
。
こ
の
④
・
㈲
の
比
定
地
に
つ
い
て
は
、
文
禄
検
地
帳
写
（
伊
勢
獄
中
御
検
地
高
帳
）
に
は
、
㈲
　
奄
芸
郡
上
津
部
田
（
津
市
一
身
田
町

上
津
部
田
）
、
㈲
　
奄
芸
郡
大
部
田
（
浄
市
上
浜
町
を
中
心
と
す
る
地
域
）
、
㈲
　
安
濃
郡
下
部
田
（
津
市
内
の
平
癒
茂
川
（
近
世
の
部
田
川
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
安
濃
川
に
青
ま
れ
た
地
域
）
の
三
つ
の
部
田
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
関
町
よ
り
津
市
大
里
窪
田
町
を
経
て
箭
街
地
に
至
る
参
宮
街
道
沿
い
に
㊨

↓
◎
の
順
に
位
置
し
て
い
る
。
ω
が
④
の
御
厨
、
㈲
・
㈲
接
地
が
㈲
の
御
厨
地
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
御
厨
は
別
個
の
も
の

で
は
な
く
、
本
来
、
同
じ
御
厨
で
あ
り
、
そ
の
境
域
が
安
濃
・
奄
芸
備
郡
に
ま
た
が
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
方
が
事
実
に
近
い
と
思
わ

　
⑦

れ
る
。
⑭
が
『
神
鳳
紗
』
に
は
上
分
米
の
記
載
も
み
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
御
厨
の
中
心
地
域
が
安
濃
郡
に
あ
っ

　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
・
・
⑧

た
に
せ
よ
、
奄
芸
郡
に
も
御
厨
域
が
あ
っ
た
た
め
、
注
進
さ
れ
た
と
解
釈
で
き
る
。

＊
㈲
　
三
生
御
厨
　
『
神
鳳
紗
』
に
は
一
志
郡
に
の
せ
る
が
（
上
分
米
六
石
）
、
『
雑
例
話
』
で
は
飯
高
郡
に
の
せ
る
。
比
定
地
は
一
志
郡
三
雲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

村
甚
目
内
の
小
字
瓜
生
、
同
郡
嬉
野
町
見
永
の
小
字
宇
竜
、
同
町
中
川
の
小
字
雨
竜
等
々
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
　
『
常
例
集
』
の
記
事
も
無

視
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
両
郡
に
散
在
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
れ
と
も
決
め
難
い
が
、
帰
納
法
的
に
言
え
ば
、
一
志
郡
内
と
考
え
ら
れ
る

事
は
後
述
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

＊
⑤
　
若
栗
御
園
　
　
『
神
璽
紗
』
で
は
、
ω
　
一
志
郡
に
内
宮
領
若
栗
御
厨
　
（
上
分
米
一
石
五
斗
）
、
㈲
　
誌
面
郡
に
外
宮
領
若
栗
御
園
を
の

せ
、
　
「
獄
内
直
領
在
之
」
の
傍
住
を
付
す
。
　
『
雑
画
集
』
で
は
一
志
郡
に
内
宮
領
若
栗
御
園
を
載
せ
て
お
り
、
内
宮
領
、
上
分
米
数
値
の
一
致

か
ら
、
　
『
神
鳳
紗
』
が
御
厨
と
す
る
の
は
誤
記
で
、
ω
が
該
当
す
る
。

＊
⑥
　
平
津
安
田
御
園
『
雑
例
集
』
一
志
郡
中
に
、
平
津
安
田
御
園
が
み
え
、
所
在
郡
に
は
問
題
が
な
い
。
　
『
神
鳳
紗
』
に
は
一
志
郡
に
平
津

御
園
を
載
せ
る
が
、
こ
れ
が
同
一
御
園
で
あ
る
事
は
、
上
分
米
の
一
致
、
傍
注
に
異
本
と
し
て
安
田
と
あ
る
事
、
ま
た
後
に
な
る
が
、
　
「
享
徳

　
　
　
　
　
　
⑩

元
年
庁
宣
注
文
」
に
は
一
志
郡
安
照
と
載
せ
て
い
る
事
よ
り
明
ら
か
。

＊
⑦
　
若
松
南
・
若
松
御
厨
、
『
神
鳳
紗
』
に
は
河
曲
郡
中
に
、

8　（8）
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④
講
ボ
聾
興

と
、
行
間
に
追
筆
で
　
㈲
、
若
松
御
厨
内
宮
一
石

と
載
せ
、
の
　
飯
高
郡
中
に

／
叢
轡
畔
．
．
．
簾

　
　
　
　
　
イ
本
　
二
石
云
為

と
載
せ
る
。
　
『
事
例
集
』
飯
高
郡
中
に
内
宮
領
若
松
御
厨
が
み
え
、
こ
れ
は
0
9
と
同
じ
で
あ
り
、
　
「
神
領
注
文
」
の
そ
れ
と
は
異
な
る
事
は
明

ら
か
。
「
御
厨
帳
」
に
は
、
河
曲
郡
に
若
松
御
厨
（
上
分
米
錫
石
）
が
み
え
、
「
神
領
注
文
」
の
外
宮
若
松
御
厨
と
上
分
米
が
一
致
す
る
事
と
い

い
、
若
松
御
厨
は
河
曲
郡
と
断
定
で
き
る
。
　
方
若
松
南
御
厨
に
関
し
て
は
、
『
神
鳳
紗
』
の
外
宮
と
す
る
傍
注
が
誤
記
で
あ
り
別
筆
で
「
内
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
し
た
傍
注
が
正
し
く
、
ω
と
「
神
領
注
文
」
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
ろ
う
。
ま
た
㈲
は
追
筆
自
体
が
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

＊
⑧
　
河
南
御
厨
　
『
神
鳳
紗
』
で
は
ω
　
河
曲
郡
中
に
、
内
富
領
河
南
・
河
（
北
）
御
厨
上
分
米
一
石
、
口
入
米
七
石
、
㈲
　
飯
高
郡
中
に

内
宮
領
河
南
・
河
北
御
厨
、
0
9
　
鈴
鹿
郡
中
に
河
南
御
厨
を
載
せ
る
。
㈲
は
滝
野
御
園
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
で
、
同
御
園
の
『
神
鳳
鉛
』
の
傍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

注
「
綿
廿
両
河
北
、
河
南
役
菓
子
御
恩
二
十
」
は
、
時
代
は
降
る
が
、
　
『
内
宮
年
中
神
役
下
行
記
』
（
以
下
『
下
行
記
』
と
略
称
）
に
「
滝
野
綿
上

分
、
河
北
河
南
ヨ
リ
沙
汰
」
以
下
の
記
載
と
符
合
す
る
。
　
『
神
鳳
妙
』
の
編
者
が
両
御
厨
を
別
箇
の
も
の
と
考
え
記
載
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

の
は
、
内
宮
領
で
あ
ろ
う
が
、
河
曲
郡
の
そ
れ
を
誤
記
し
た
可
能
性
が
強
い
。
こ
れ
に
対
し
、
0
り
は
上
分
米
が
一
致
す
る
事
、
ま
た
『
三
長

記
』
建
永
元
年
六
月
二
十
巳
・
九
月
十
日
各
条
に
、
河
曲
郡
江
嶋
御
厨
と
、
今
里
村
を
め
ぐ
っ
て
相
論
を
起
こ
し
て
い
る
河
南
御
厨
が
存
在
す

る
事
、
　
『
下
行
記
』
、
　
「
享
徳
元
年
庁
宜
注
文
」
に
も
、
河
曲
郡
に
河
南
・
河
北
と
み
え
る
事
等
々
か
ら
、
④
と
断
定
で
き
る
。

＊
⑨
　
為
元
御
厨
　
『
神
書
論
』
に
は
　
ω
　
野
火
郡
に
二
富
来
（
上
分
米
銭
三
十
石
）
、
㈲
　
三
重
郡
に
内
宮
領
為
元
御
厨
を
載
せ
る
。
「
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
へ

厨
帳
」
に
も
奄
芸
病
中
に
載
せ
、
上
分
米
三
十
石
と
あ
る
事
か
ら
、
ω
が
該
当
し
よ
う
。
因
み
に
㈲
は
、
　
「
神
領
注
文
」
に
「
承
安
年
中
相
加

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
も
　
　
へ

神
郡
所
在
田
畠
」
と
あ
る
の
に
ま
さ
し
く
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ω
・
㈲
は
結
局
同
…
の
御
厨
で
、
両
案
に
散
在
し
た
た
め
、
編
者
は
こ
れ

9　（9）



を
別
の
も
の
と
し
て
記
載
し
た
と
思
わ
れ
る
。

＊
⑩
　
南
黒
磁
御
厨
　
『
神
璽
紗
』
に
は
ω
飯
高
郡
に
内
宮
領
、
㈲
　
奄
芸
郡
に
外
富
領
（
上
分
米
三
石
）
の
南
黒
田
御
厨
を
載
せ
る
。
　
「
御

厨
帳
」
も
奄
芸
郡
（
上
分
米
三
石
）
に
み
え
る
事
か
ら
㈲
が
該
当
す
る
。

＊
⑫
　
成
高
御
厨
　
　
「
神
領
注
文
」
に
は
本
名
高
成
と
あ
る
。
　
『
神
舞
紗
』
に
は
　
ω
　
河
曲
郡
に
外
宮
領
高
成
御
厨
（
上
分
米
六
石
）
、
㈲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

鈴
鹿
郡
に
成
高
御
厨
を
載
せ
る
。
一
方
「
御
厨
帳
」
は
河
曲
郡
に
成
高
御
厨
（
上
分
米
六
石
）
を
載
せ
、
「
近
代
号
高
富
御
厨
云
々
　
同
所
異
名

鰍
」
と
傍
注
を
付
す
が
、
こ
れ
は
高
成
の
誤
記
と
思
わ
れ
、
上
分
米
の
一
致
と
い
い
、
④
が
該
当
す
る
事
は
間
違
い
な
い
。

＊
⑫
　
須
可
崎
御
厨
　
　
『
神
聖
妙
』
は
鈴
鹿
郡
に
載
せ
、
　
「
御
厨
帳
」
は
河
曲
郡
に
（
上
分
米
六
石
）
載
せ
る
が
、
鈴
鹿
市
須
賀
が
比
定
地
と

考
え
ら
れ
る
事
か
ら
後
者
の
河
曲
郡
と
す
る
記
載
が
正
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

＊
⑬
　
富
津
御
厨
　
　
『
神
鳳
紗
』
、
　
「
御
厨
帳
」
、
　
「
外
宮
神
領
厨
録
」
、
「
享
徳
元
年
墨
焼
注
文
」
等
、
富
津
御
厨
の
記
載
が
混
乱
し
て
い
る
の

で
、
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
此
他
『
神
鳳
紗
』
に
は
桑
名
郡
に
内
宮
領
東
富
津
御

惣
内
．
外
驚
分
ボ
「
十
分
ボ

　
厨
《
十
九
町
》
、
員
弁
郡
に
同
領
東
富
津
御
厨
《
五
斗
、
、

　
同
田
井
郷
と
傍
注
》
を
載
せ
る
。
）

こ
の
混
乱
は
、
桑
名
郡
の
富
津
・
東
富
津
御
厨
と
、
員
弁

郡
の
、
比
定
地
不
詳
で
あ
る
が
、
東
員
町
穴
太
付
近
に
求

め
ら
れ
る
富
津
・
東
富
津
御
厨
を
混
同
し
た
た
め
で
あ
る

が
、
　
「
神
領
注
文
」
の
富
津
御
厨
は
『
神
鳳
紗
』
以
下
、
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神
　
鳳
　
妙

御
　
厨
　
帳

外
宮
神
領
目
録

享
徳
元
年

庁
宣
注
文

内
・
外

｝
外

外内

（
内
）
五
斗

（
外
）
六
石
・
十
九
町

七
石
（
富
津
猪
鋼
）

一六

ﾎ
（
山
外
副
二
者
）

石

内｝
外

外

五
斗

六
石
（
此
外
副
米
一
石
）

六
石
（
此
外
孫
米
一
石
）

「
・
一

X

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

記
載
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
桑
名
郡
に
求
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
所
在
郡
に
疑
義
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
来
た
が
、

こ
こ
で
ふ
た
た
び
第
1
表
に
戻
り
、
各
御
厨
園
の
所
在
郡
を
通



覧
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
桑
名
・
鈴
鹿
・
河
曲
・
書
芸
・
一
志
の
各
郡
に
限
ら
れ
て
い
る
事
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
逆
に
言
う
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

度
会
・
多
気
・
飯
野
・
飯
高
・
安
濃
・
三
重
・
朝
明
・
員
弁
郡
の
、
い
わ
ゆ
る
神
郡
に
所
在
す
る
も
の
は
一
ヶ
所
も
な
い
と
い
う
事
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

す
な
わ
ち
、
　
「
神
領
注
文
」
は
伊
勢
国
内
に
限
っ
て
言
え
ば
、
非
神
郡
所
在
の
神
宮
領
を
注
進
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
、
　
「
神
領
注
文
」
の
確
認
さ
れ
る
べ
き
第
一
の
資
料
的
性
格
で
あ
る
。
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鎌49，　〃
鎌191，　〃

鎌309，文治4
　ノノ　　　　　ノノ

鎌556，建久2（長講堂領）

鎌741，建久5

鎌812，建久6
鎌827，建久7
r雑例集』

　　〃

×
○
×
×
×
×
×
○
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

　
　
　
　
ハ

×
×
○
×
×
》
○
×

　
　
　
　
　
×

×
○
×
　
×
×
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
も
×
○
×
○
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
×

士心

C
高
野
高
重
罪
野
志
野
晒
気
重
高
ム
、
重
羅
鹿
高
志
濃
総

”
　
　
　
知
　
　
”
姦
　
　
影

一
　
多
飯
欝
欝
三
河
飯
一
飯
多
多
三
飯
三
三
　
三
多
鈴
飯
一
二
　
飯

志
望
弁
名
芸
重
重
会
気
会
弁
重
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曲
淫
書
会
鹿
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
河
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

　
　
〃
　
〃
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高

一
安
細
土
奄
河
三
度
多
度
員
三
朝
飯
飯
濁
度
鈴
桑

厨
戸
園
園
園
戸
閾
戸
園
厨
園
園
園
厨
厨
画
幅
厨
厨
荘
園
園
厨
厨
厨
髄
脳
厨
厨
戸
厨
厨
鼻
詰
厨
厨
厨
園
園
園
躍
厨
厨
蘭
島
野
烏
厨
戸
戸

轟
一
見
出
離
轟
・
農
本
　
藩
餅
　
・
強
番
難
耀
・
漿
礁
・
・
松
越
蝋

粗
島
一
志
粥
鍬
飯
十
河
土
黒
土
平
川
河
松
虫
寛
野
坂
笠
粗
鷺
宇
蘇
磁
石
若
燃
焼
箱
別
波
安
安
大
石
富
細
林
玉
沼
大
槻
河
中
元
畜
豊
若
木
林
丹
鈴
桑

〔注〕　r太神宮諸雑箏記』はr雑事記』と略称〔神道大系〕所収
　　　『神宮雑例集』は『雑例集2と略称
　　　r平安遺文』は「平」と略称
　　　『鎌倉遣文』は「鎌」と略称
　　　r皇太神宮年中行事』記載は第6表Aを参照。

11　（11）



　
次
に
、
で
は
非
神
郡
所
在
の
神
宮
領
は
全
て
注
進
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
当
然
の
疑
聞
が
生
ず
る
。
こ
れ
を
検
討
す
る
た
め
、
建
久

年
間
に
至
る
迄
の
諸
資
史
料
に
見
え
る
御
厨
圏
神
田
等
を
列
挙
し
た
の
が
第
2
表
で
あ
る
。
こ
の
表
に
よ
っ
て
、
神
郡
所
在
の
神
宮
領
は
一
ヶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

所
も
「
神
領
注
文
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
事
を
先
ず
確
認
し
た
上
で
、
少
数
な
が
ら
も
、
非
神
郡
所
在
の
御
厨
園
が
、
　
「
神
領
注
文
」
に

未
記
載
で
あ
る
事
に
注
意
し
、
以
下
、
そ
れ
ら
御
厨
園
を
個
別
的
に
検
討
を
加
え
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

寧
ω
島
抜
御
厨
　
こ
の
御
厨
は
、
神
宮
領
御
厨
幕
湯
初
見
の
竜
の
で
あ
る
が
、
『
神
業
妙
』
に
よ
れ
ば
、
上
分
と
し
て
塩
三
石
（
「
御
厨
帳
」

で
は
四
石
）
と
塩
を
進
済
し
て
い
た
事
に
注
意
し
た
い
。
　
『
中
右
記
』
元
永
元
年
九
月
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
皇
后
宮
領
と
境
相
論
を
起
こ
し
て

い
る
が
、
こ
の
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
に
先
立
っ
七
月
二
十
五
日
条
に
「
太
神
宮
粗
塩
之
御
厨
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
当
御
厨
の
事
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
り
、
塩
貢
進
の
御
厨
で
あ
っ
た
事
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
建
久
二
年
の
「
二
所
太
神
宮
神
主
解
」
に
は
「
島
抜
御
厨
貢
御
人
為
頼
」
と
貢

御
人
の
存
在
が
知
ら
れ
る
事
も
合
せ
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

＊
②
　
白
岡
御
園
　
こ
の
御
園
は
、
　
「
大
治
二
年
書
写
史
記
亡
帝
本
紀
裏
文
書
」
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
、
　
『
神
岡
紗
』
鈴
鹿
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

中
に
み
え
る
鴛
岡
御
厨
（
上
分
米
一
斗
）
と
同
一
で
あ
る
か
は
疑
問
も
あ
る
が
、
他
に
関
係
史
料
も
な
く
仮
り
に
同
じ
で
あ
る
と
し
た
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ

右
史
料
に
、
　
「
鴛
岡
御
薗
貢
進
文
庁
判
」
と
あ
る
事
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

＊
③
　
下
前
（
崎
）
御
厨
、
西
垣
氏
が
没
官
領
の
場
合
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る
御
厨
で
あ
る
。
　
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
六
月
二
十
九
日
岡
に

よ
れ
ば
、
平
家
資
没
官
領
で
あ
っ
た
た
め
、
宇
佐
美
実
正
を
地
頭
に
補
任
し
た
が
、
神
宮
の
訴
訟
に
よ
り
停
廃
、
　
「
為
神
宮
之
沙
汰
、
可
致
有

限
御
上
分
已
下
雑
事
之
沙
汰
」
と
神
宮
の
「
沙
汰
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
建
久
三
年
当
時
は
、
神
宮
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
　
『
神
鳳
紗
』
に
は
奄
芸
郡
中
に
、
承
久
注
進
定
内
に
内
宮
領
と
記
載
さ
れ
（
上
分
米
三
石
）
、
「
河
曲
郡
欺
」
の
傍
注
を
付
す
。
　
『
下
行

記
』
に
は
河
曲
郡
と
あ
り
、
比
定
地
鈴
鹿
市
林
崎
か
ら
す
れ
ば
、
河
曲
郡
が
正
し
い
。
一
方
、
「
御
厨
帳
」
に
も
記
載
さ
れ
（
上
分
米
六
石
）
、

外
宮
領
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
何
れ
に
し
て
も
、
こ
の
御
厨
が
、
　
「
神
領
注
文
」
に
欠
落
し
て
い
る
理
由
は
不
詳
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

強
い
て
推
測
す
れ
ば
、
承
久
注
進
脳
内
に
記
載
さ
れ
な
が
ら
、
建
久
四
年
の
注
進
に
よ
っ
て
合
点
し
た
と
い
う
朱
点
が
無
い
と
こ
ろ
が
ら
、
当
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建久三年「伊勢太神宮領注文iとr神鳳妙』　（稲本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

時
一
時
的
に
せ
よ
何
ら
か
の
事
情
で
神
宮
の
支
配
か
ら
離
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
奄
芸
郡
も
記
載
さ
れ
て
い
る
事
、

外
宮
領
で
も
あ
っ
た
事
な
ど
当
御
厨
に
は
疑
問
な
点
が
多
く
、
後
考
を
ま
ち
た
い
。

＊
④
・
⑤
　
焼
出
・
別
保
御
厨
　
以
上
は
所
在
郡
に
も
問
題
が
あ
る
の
で
検
討
を
し
て
お
き
た
い
。
焼
出
御
厨
は
、
　
『
潮
回
妙
』
で
は
一
志
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

外
宮
領
と
あ
る
が
、
　
『
雑
例
集
』
に
は
み
え
ず
、
　
「
御
厨
帳
」
で
は
阿
濃
郡
に
載
せ
、
上
分
塩
心
墨
と
す
る
。
比
定
地
は
津
市
藤
方
と
す
る
説

が
有
力
。
別
保
御
厨
は
、
　
『
神
鳳
紗
』
で
は
安
東
郡
に
追
々
で
、
ま
た
安
西
郡
に
も
、
内
宮
領
一
町
三
段
、
　
「
漁
網
郡
鰍
」
の
傍
注
を
付
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

建
久
三
年
の
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
（
以
下
『
年
中
行
事
』
と
略
称
）
に
は
　
阿
濃
津
御
厨
な
ど
と
と
も
に
「
三
度
御
祭
井
祈
年
及
公
卿
　
勅
使
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

臨
時
奉
幣
使
、
六
節
会
之
時
、
任
先
例
、
可
進
魚
貝
之
由
、
神
領
事
々
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
阿
豊
津
御
厨
と
同
じ
性
格
を
有
す
る
御
厨
で
あ

　
　
　
⑳

つ
た
事
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
な
お
比
定
地
は
河
芸
郡
河
芸
町
の
中
別
保
周
辺
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
御
厨
の
比
定
地
、
所
在
郡
は
未
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
が
、
縢
り
に
、
そ
れ
ぞ
れ
｝
志
郡
、
奄
芸
郡
と
し
た
場
裏
で
も
、
前
老
が
島
抜
御
厨
と
岡
じ
く
塩
を
、
後
者
が
魚
貝
を

貢
進
ず
る
御
厨
で
あ
っ
た
事
、
何
よ
り
も
、
出
典
史
料
が
、
　
「
大
神
宮
出
船
注
文
」
で
あ
る
事
を
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
海
民
一
貢
御
人
の
存
在

が
推
測
さ
れ
、
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
検
討
し
た
結
果
、
不
明
の
林
崎
御
厨
、
鴛
岡
御
園
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
、
塩
・
魚
員
を
貢
進
ず
る
御
厨
で
、
貢
御
人
の
存
在
が
推
測

さ
れ
る
御
厨
で
あ
っ
た
事
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
点
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、
視
点
を
か
え
、
　
『
年
中
行
事
』
に
み
え
る
三
河
国
所
在

の
次
の
三
ヶ
所
の
御
厨
園
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
同
書
の
記
載
を
要
約
す
る
と
、

ω
　
泉
御
園
　
四
月
十
四
日
風
日
祈
祭
直
会
饗
新
所

㈲
　
杉
山
御
厨
　
七
月
四
日
風
鷺
祈
神
態
菰
饗
新
所

の
　
河
内
御
園
　
十
月
一
日
更
衣
神
事
饗
新
所

と
あ
り
、
因
み
に
『
神
髭
面
』
で
は
ω
は
、
四
月
七
月
両
度
饗
新
所
の
注
記
が
、
㈲
・
の
に
は
何
ら
注
記
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
右
三
ヶ
所
の

御
厨
は
「
神
領
注
文
」
に
は
記
載
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
右
三
ヶ
所
は
関
連
史
料
も
な
く
、
成
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立
年
代
等
不
明
な
点
が
多
い
が
、
し
か
し
、
　
『
年
中
行
事
』
が
、
内
宮
の
い
わ
ば
、
中
世
的
祭
祀
体
系
の
再
編
・
確
立
を
表
わ
し
た
も
の
と
す

　
⑳

れ
ば
、
諸
祭
儀
費
用
負
担
の
新
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
こ
れ
ら
御
厨
園
は
、
単
に
経
済
的
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
御
厨
と
は
異
な
る
、
イ
デ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ロ
ギ
i
的
に
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
所
領
で
あ
ろ
う
事
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
を
要
す
れ
ば
、
　
「
神
領
注
文
」
に
は
、
非
神
郡
の
み
な
ら
ず
、
伊
勢
国
外
に
あ
っ
て
も
、
神
宮
に
と
っ
て
重
要
と
考
え
ら
れ
る
所
領
を

欠
落
さ
せ
て
い
る
事
が
明
ら
か
と
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
右
事
実
が
単
に
神
宮
の
恣
意
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
明
確
な
主
張
に
よ
っ
て
い
る
事
を
明
ら
か
に
し
、
資
料
的
性
格
の
第
二
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
り
　
　
み

あ
げ
た
い
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
「
神
領
注
文
」
で
二
富
神
主
が
、
「
志
摩
国
所
在
御
厨
・
御
薗
等
、
不
レ
及
二
指
田
畠
看
貫
平
心
ハ
聖
職
ニ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

忍
業
ハ
魚
貝
依
レ
勤
二
進
御
廟
営
所
レ
不
二
注
申
一
也
」
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
　
こ
の
「
所
不
注
出
世
」
が
神
富
麗
の
抵
抗
を
表
す
も
の
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
意
味
で
抵
抗
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
天
永
二
年
、
神
宮
は
志
摩
国
国
崎
神
戸
に
つ
い
て
詳
細
な
注
進
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

行
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
「
以
常
業
、
魚
貝
依
掘
進
御
無
し
を
不
注
進
の
理
由
と
し
て
い
る
事
そ
れ
自
体
が
抵
抗
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
『
玉
葉
』
の
関
連
記
事
を
見
る
限
り
、
こ
の
事
自
体
は
何
ら
問
題
に
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、

『
玉
葉
』
の
み
に
よ
っ
て
断
定
す
る
の
は
危
険
で
は
あ
る
が
、
神
宮
は
、
天
永
二
年
よ
り
以
降
の
あ
る
時
点
で
、
「
不
駅
馬
田
畠
」
が
な
く
「
以

南
業
」
魚
貝
を
並
進
す
る
御
厨
園
を
注
進
せ
ざ
る
「
権
利
」
を
獲
得
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
抵
抗
は
不
注
申
そ
の
も
の

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
『
玉
葉
』
承
安
二
年
十
二
月
六
日
条
に
「
志
摩
国
越
賀
御
厨
事
鰍
杖
磯
宗
、
仰
紅
血
無
指
証
文
、
任
仁
平
宣
r

旨
、
停
止
庄
漁
者
」
と
あ
る
ご
と
く
、
他
に
も
神
宮
領
と
称
す
る
も
の
の
中
に
「
無
指
証
文
」
き
御
厨
園
が
存
在
し
た
事
が
推
測
さ
れ
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

あ
り
、
ま
た
、
田
畠
面
当
の
勤
1
1
上
分
米
を
進
済
し
た
御
厨
園
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
を
も
、
魚
貝
貢
進
の
御
厨
と
し
て
一
括
し
、

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

注
進
せ
ざ
る
事
に
よ
っ
て
逆
に
神
宮
領
と
し
て
の
正
統
性
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
抵
抗
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
。

話
が
若
干
横
道
に
そ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
島
抜
御
厨
以
下
が
欠
落
し
て
い
る
理
由
は
明
ら
か
な
の
で
あ
っ
て
、
志
摩
国
所
在
の
御

厨
園
と
同
じ
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
が
故
で
あ
る
と
な
ろ
う
。
で
は
、
　
「
不
及
指
田
愈
愈
当
意
勤
、
只
以
海
業
、
魚
貝
依
勤
進
御
倉
」
な
る
御
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厨
園
の
性
格
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
島
抜
御
厨
が
十
世
紀
初
頭
に
は
成
立
し
て
い
た
よ
う
に
、
今
更
改
め
て
述
べ
る
ま
も
な
く
、
河
内
国
大
江
御

厨
、
和
泉
国
網
曳
御
厨
等
々
と
共
通
し
た
、
い
わ
ゆ
る
延
喜
式
段
階
か
ら
中
世
的
所
領
編
成
期
に
か
け
て
成
立
を
み
る
本
来
的
御
厨
園
そ
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
河
国
所
在
の
三
ヶ
所
は
魚
貝
の
貢
進
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
『
年
中
行
事
』
に
み
え
る
若

菜
、
菊
御
園
と
同
様
、
神
宮
の
本
来
的
な
御
厨
園
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
来
的
な
一
あ
る
い
は
神
宮
直
轄
領
と

い
っ
て
も
よ
い
が
1
御
厨
園
は
「
神
領
注
文
」
に
は
欠
落
し
て
い
た
。
こ
れ
が
第
二
の
性
格
で
あ
る
。
次
に
、
補
足
的
に
、
こ
れ
ら
以
外
で
、

建久三年「伊勢太神宮領注文」とr神鳳紗』　（稲本）

第3表

郡

内
・
外
の
鋼 御厨園名 上分米・備考 朱点 雑例集

＿士♂匹、 内 生　津　園 6斗 ○ ○

ノノ 生　田　園 6斗 ○ ○

〃 七　栗　園 1斗 × ○
一砧’一ロコ

箱　木　園 内・1石，外・3石 × ○

内 田　尻　園 2斗 ○ ○

〃 坂　本　園 1斗 ○ ○

〃 曹　司　園 6斗 ○ ○

〃 渋　河　園 3斗 × ×

〃 出口神田 7斗 × ×

〃 重蜜神岡 5斗 × ×

；奄芸 内 西野（村）園 1石5斗 ×

〃 窪　沼　厨 本御蟄3石 ×

二宮 豊久三園 内・5斗外・3斗 ○

内 石　メL　厨 9斗，田積15町 ○

〃 茶庭野田 籾9斗 ○

〃 玉　野　園 6斗 ×

’ノ 西　村　園 5斗 ×

〃 秋　光　國 3斗 ×

河曲 内 長　沢　厨 工石8斗 ×

〃 光寓神田 6斗 ×

〃 玉坂内野辺 1石 ×

〃 魁　光　厨 転石（12月） ○

〃 松　永　名 2斗 ×

〃 多賀宇田厨 1斗 ×

〃 池　田．園 3斗 ×

〃 加治墓園 1斗 ×

〃 南堀江永日名 3石，23町余 ×

〃 高　寓　厨 6斗6升 〉く

鈴鹿 内 東門（関）厨 1斗5升 ○

〃 平　田　園 5斗 ○

〃 平田新園 5斗 ○

〃 仁三河園 2斗5升 ×

〃 立　見　厨 5斗 ×

’ノ 高和田圃 1石 ×

〔注〕　第1・2表と重復：するものは除外。
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考備

第4表

神鳳妙記載上分米御厨園名
給，人兼春

宮田

宮

宮田

宮田

里倉

宮

2石筆外三坪1町新上分1石

1石
蚤1石，菓子

塊6，9，12月各3斗

3石塩

3石巌

麦2斗
3斗，田積20町

2石，雑用8石5斗，20町

1石，雑用3石

1石

臼9斗
3石園

厨
厨
園
厨
園
園
厨
園

　
　
　
　
　
橋

杜
　
　
永
田
平
　
　
松
木

　
　
　
　
　
高

小
都
見
野
木
北
～
箱

〔注〕第1～3表と重複するものは省略（但し箱木園は掲出）。

欠
落
し
た
御
厨
園
の
場
合
を
、
　
『
神
鳳
紗
』
の
承
久
注
進
定
内
の
御
厨
園
を
以
っ
て
検
討
し
て
お
く

　
　
　
　
⑭

こ
と
に
す
る
。
第
3
表
は
、
承
久
注
進
定
内
に
記
載
さ
れ
て
、
　
「
神
領
注
文
」
に
み
ら
れ
な
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
建
久
四
年
の
注
文
に
あ
っ
て
（
朱
点
が
打

た
れ
て
）
、
し
か
も
『
事
例
集
』
に
も
み
え
る
生
津
・
生
田
御
園
を
始
め
と
す
る
数
ヶ
所
の
場
合
で
あ

ろ
う
。
西
垣
氏
に
よ
れ
ば
、
神
宮
の
抵
抗
に
よ
り
建
久
三
年
に
は
注
進
し
な
か
っ
た
御
厨
園
に
該
当

　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
関
連
史
料
は
何
れ
も
な
く
個
別
的
に
検
討
を
加
え
る
事
は
で

き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
「
神
領
注
文
」
記
載
の
御
厨
園
の
共
通
す
る
点
、
す
な
わ
ち
、
宣
旨
で

あ
れ
、
廻
腸
下
文
、
国
司
欲
望
で
あ
れ
、
こ
れ
ら
御
厨
園
が
何
ら
か
の
国
家
的
承
認
を
う
け
た
も
の

で
あ
る
事
、
神
宮
が
本
所
以
下
の
所
職
を
所
有
す
る
も
の
で
あ
る
事
を
想
起
す
れ
ば
（
す
な
わ
ち
、

「
神
領
注
文
」
は
寄
進
諸
系
所
領
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
基
本
的
な
性
格
を
な
す
。
）
、

こ
れ
ら
不
記
載
の
御
厨
園
群
が
、
宣
旨
等
を
得
て
な
い
か
、
あ
る
い
は
宣
旨
等
の
そ
も
そ
も
対
象
に

も
な
ら
な
か
っ
た
御
厨
園
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
存
在
す
る
事
を
一
方
で
は
忘
れ
て
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
上
分
米
の
数
値
を
み
る
と
「
石
丸
御
厨
の
九
斗
（
『
神
鳳
紗
』
に
は
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

積
十
五
町
の
傍
注
が
あ
る
）
を
最
大
と
し
て
、
殆
ど
六
斗
前
後
の
僅
量
で
あ
る
事
に
留
意
す
れ
ば
、
神
宮

領
御
厨
園
と
解
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
一
般
の
荘
園
に
み
ら
れ
る
寺
社
免
田
に
相
当
す
る
と
解
し
た

方
が
よ
り
事
実
に
即
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
測
が
許
さ
れ

る
と
す
れ
ば
、
　
「
神
領
注
文
」
記
載
の
そ
れ
と
、
こ
れ
ら
御
厨
園
を
神
宮
領
と
し
て
同
じ
性
格
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
と
し
て
同
列
に
論
ず
る
の
は
事
実
を
誤
ま
る
事
に
な
る
。
が
、
何
よ
り
も
、
承
久
注
進
定
と
「
神

領
注
文
」
と
が
そ
の
資
料
的
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
事
を
予
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
次
に
朱
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建久三年「便勢太神宮領注文」とr神鳳紗』　（稲本）

点
の
な
い
御
厨
園
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
れ
ら
の
中
、
建
久
三
年
以
後
、
承
久
年
間
迄
に
、
寄
進
を
う
け
、
宣
旨
を
得
た
も
の
が
存
す
る
可

能
性
は
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
野
（
村
）
、
窪
田
・
長
沢
御
厨
な
ど
～
部
を
除
い
て
、
上
分
米
数
値
か
ら
推
測
す

れ
ば
、
免
田
形
態
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
　
『
雑
画
集
』
に
記
載
さ
れ
な
が
ら
「
神
領
注
文
」
に
は
み
え
ぬ
一
志
郡
中
の
外
宮
領
に
つ
い
て
み
よ
う
。
第
4
表
は
該
当
す
る
も

の
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
八
ヶ
所
は
、
　
「
御
厨
帳
」
に
よ
る
と
、
塩
を
貢
進
ず
る
㈲
　
小
園
・
一
松
御
厨
、
箱
木
御
園
と
、
菱
・
菓

子
を
貢
進
ず
る
㈲
　
都
御
厨
・
北
高
橋
御
園
、
㈲
　
米
を
上
分
と
す
る
見
永
・
木
平
御
園
・
野
田
御
厨
の
三
類
型
に
分
類
し
う
る
。
何
れ
も
、

関
連
史
料
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
㈲
は
前
述
の
本
来
的
御
厨
と
類
似
し
、
㈲
も
、
麦
・
菓
子
で
あ
る
事
（
た
だ
し
、
都
御
厨
は
米
一
斗
あ
り
）

を
考
慮
す
る
と
、
な
お
検
討
は
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
㈲
に
準
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
㈲
に
つ
い
て
は
、
見
永
御
園
が

『
食
管
妙
』
の
傍
注
に
よ
れ
ば
、
田
積
二
十
町
、
上
分
米
三
斗
で
あ
る
事
か
ら
免
田
形
態
と
推
測
さ
れ
る
が
、
野
田
御
厨
・
木
平
御
園
に
つ
い

て
は
、
同
書
傍
注
に
「
雑
用
」
1
1
口
入
米
の
記
載
が
み
ら
れ
、
口
入
神
主
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
寄
進
系
の
も
の
と
思
わ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

記
載
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
不
明
と
す
る
他
は
な
い
。

　
以
上
、
　
「
神
領
注
文
」
不
記
載
の
御
厨
園
に
つ
い
て
、
不
記
載
の
理
由
を
検
討
し
来
っ
た
が
、
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
　
「
神
領
注
文
」
に
は
、

夏
、
伊
勢
国
神
郡
所
在
の
御
厨
園
等
。

豆
、
　
「
魚
貝
御
蟄
」
貢
進
、
あ
る
い
は
特
定
の
諸
祭
祀
饗
新
所
の
御
厨
園
。

皿
、
宣
旨
等
を
得
て
な
い
か
、
あ
る
い
は
免
田
形
態
の
も
の
。

の
三
つ
の
場
合
が
あ
る
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
結
論
は
「
神
領
注
文
」
に
よ
っ
て
神
宮
領
を
分
析
す
る
場
合
、
そ
れ
が
神
宮
領
の
一
等
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
み
の
記
載
で
あ
る
事
、
な
か
で
も
、
中
核
的
所
領
は
全
て
欠
如
し
て
い
る
事
を
前
提
に
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
を
示
し
て
い
る
。

①
『
巌
暑
籍
6
神
宮
神
領
聾
所
収
本
に
よ
る
。

　
同
書
西
川
順
土
氏
の
解
説
を
参
照
。

な
お
同
資
料
に
つ
い
て
は

②
『
平
安
遺
文
』
…
〇
七
四
号
『
醍
醐
雑
事
記
臨
所
収

　
『
平
遺
』
と
略
称
。
）

「
官
宣
旨
案
」
、
　
（
以
下
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③
　
注
②
文
書
中
に
「
黒
野
沙
汰
云
女
」
と
あ
る
。
『
鎌
倉
遺
文
隔
（
以
下
『
鎌
遺
』

　
と
略
称
）
八
三
号
、
　
「
醍
醐
寺
文
部
目
録
」
の
曾
禰
庄
関
係
文
欝
中
に
、
宣
旨
　

　
巻
五
枚
と
し
て
、
「
黒
野
間
宣
旨
」
等
、
関
係
文
書
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

④
『
神
鳳
鋭
』
の
桑
名
郡
の
記
載
に
は
検
討
を
要
す
る
。
た
と
え
ば

㈱
八
太
御
厨
七
＋
五
町
↓
⑳
志
郡
八
太
御
厨
讐
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
外
梅
田
御
厨
　
　
　
　
↓
外
飯
高
郡
梅
田
御
園

　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
（
那
）

　
内
原
御
厨
内
名
越
園
賑
三
町
六
段
↓
内
鈴
鹿
郡
非
越

　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
厨
（
園
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
内
苦
木
御
厨
四
町
八
段
↓
内
飯
高
郡
苦
木
御
園
廿
町

　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
陶
郡
十
四
ヶ
所
所
中
、
右
四
例
が
同
名
の
御
厨
園
が
あ
る
。
特
に
、
八
太
・
名

　
越
園
は
明
ら
か
に
桑
名
郡
で
は
な
い
（
近
世
鈴
鹿
郡
原
村
に
隣
接
し
て
名
越
が
あ

　
る
）
。
同
書
の
錯
乱
で
あ
ろ
う
。

⑤
臼
本
歴
史
地
名
大
系
2
4
『
三
重
県
の
地
名
』
津
市
の
項
に
よ
る
。

⑥
　
た
と
え
ば
応
永
二
十
四
年
、
花
山
院
長
親
は
、
窪
碑
庄
を
経
て
「
へ
た
の
は

　
ま
」
に
至
り
、
安
濃
津
に
着
し
て
い
る
（
『
耕
雲
紀
行
』
）
、

⑦
こ
の
よ
う
な
例
は
多
く
、
小
泉
御
厨
が
朝
明
・
三
重
両
目
に
ま
た
が
っ
て
い
た

　
事
（
「
地
蔵
院
文
書
」
占
部
某
売
券
　
『
鎌
遺
』
三
七
…
三
）
、
そ
の
他
長
松
御
厨

　
（
朝
明
・
三
重
郡
）
、
長
沢
御
厨
（
三
重
・
河
曲
郡
）
、
坂
部
御
厨
（
朝
明
・
三
重

郡
）
葺
が
あ
る
（
焔
魏
名
鷺
　
二
重
讐
に
よ
亀

⑧
こ
の
点
、
「
御
蟄
注
文
定
」
と
、
「
神
領
注
文
」
の
資
料
的
性
格
の
相
違
を
よ

　
く
表
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
委
し
く
は
第
二
章
で
ふ
れ
る
。

⑨
謬
言
鷺
三
重
県
』
墓
覇
業
騒

⑩
　
西
川
順
土
「
神
宮
神
領
資
料
」
（
『
勢
陽
論
叢
』
四
号
所
収
）
に
よ
る
。
十
五
世

　
難
中
繭
集
の
、
内
宮
領
当
知
行
の
御
厨
園
を
知
り
う
る
㎞
貧
料
　
。

　
　
　
　
　
　
　
へ

⑪
こ
の
混
蔑
は
現
『
神
意
紗
』
の
成
立
経
緯
が
窺
わ
れ
て
興
味
深
い
。
こ
の
背
嶽

　
と
し
て
、
若
松
南
御
厨
と
資
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
「
神
領
注
文
」
の
み
で
、

　
他
は
全
て
単
に
「
若
松
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
　
『
氏
経
卿
引
付
臨

　
に
は
若
松
が
頻
幽
す
る
）
窺
が
考
え
ら
れ
る
。
本
来
、
承
久
進
定
に
記
載
さ
れ
た

　
御
厨
園
は
内
・
外
・
二
宮
の
注
記
は
必
要
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
（
第
二
潭

　
　
　
　
ね

　
参
照
）
、
原
『
神
鳳
紗
』
に
は

　
　
若
松
南
御
厨
↑
一
月

　
　
　
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
の
み
、
正
し
く
記
載
さ
れ
て
い
た
の
が
、
後
代
外
宮
領
若
松
御
厨
と
混
同
し
た

　
其
…
が
、
当
御
厨
を
外
　
宮
領
と
思
い
、
朱
筆
「
外
宮
」
、
　
「
五
石
」
を
、
さ
ら
に
、

　
行
間
に
内
宮
若
松
御
厨
を
加
筆
、
そ
の
後
、
別
人
が
こ
の
誤
り
を
発
見
、
　
「
内
」

　
を
さ
ら
に
加
筆
し
、
混
乱
を
生
じ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
加
筆
は

　
誤
記
の
仕
方
か
ら
み
て
編
者
と
は
別
人
と
考
え
る
が
、
西
田
氏
は
編
者
と
同
じ
と

　
考
え
て
3
3
ら
れ
る
。

⑫
蹴
鞭
年
中
纂
』
所
収

⑬
　
『
続
々
群
書
類
従
』
第
一
　
神
祇
部
所
収
。
な
お
こ
の
資
料
と
「
御
厨
帳
」
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
『
騨
犠
籍
6
神
宮
神
領
聾
所
収
の
西
川
戯
画
氏
の

　
解
説
参
照
。

⑭
大
臼
本
古
文
書
『
醍
醐
寺
文
書
』
一
三
六
六
号
、
「
三
宝
院
相
承
券
文
」
中
の

　
弘
安
四
年
十
一
月
十
八
日
付
、
「
大
僧
正
定
済
護
状
」
、
『
竹
内
文
平
氏
所
蔵
文
欝
』

　
嘉
元
四
年
の
「
永
嘉
門
院
御
領
目
録
」
、
『
越
州
寺
文
書
』
中
の
正
慶
元
年
の
「
故

　
大
宰
師
親
王
家
御
殿
跡
臨
川
寺
領
目
録
」
な
ど
に
、
富
津
御
厨
が
み
え
、
こ
れ
は

　
桑
名
郡
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
築
三
溺
没
宮
領
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
く
、

　
本
文
中
の
富
津
御
厨
と
同
一
で
あ
ろ
う
。

⑮
こ
れ
ら
郡
の
神
郡
化
は
度
会
・
多
気
郡
が
弘
仁
八
年
、
飯
野
郡
が
寛
平
九
年
、

　
員
弁
郡
、
天
慶
三
年
、
三
重
郡
、
応
和
二
年
、
安
濃
郡
、
天
禄
四
年
、
朝
明
郡
、

　
寛
仁
三
年
頃
飯
高
郡
、
文
治
元
年
で
あ
る
。

⑱
　
か
つ
て
石
井
進
氏
は
、
『
平
遣
』
四
六
七
一
号
「
艶
書
大
神
宮
松
山
御
厨
注
進

　
状
案
」
、
天
永
二
年
の
コ
一
宮
太
神
宮
神
主
注
進
状
案
」
（
『
国
崎
神
戸
文
書
』
）
の

　
二
通
の
史
料
を
、
　
天
永
二
年
の
神
領
注
文
の
一
部
と
さ
れ
た
（
「
天
永
二
年
の
伊

エ8（18）
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勢
神
宮
注
進
状
」
、
　
『
日
本
歴
史
』
三
五
〇
号
）
。
こ
の
飯
高
郡
松
山
御
厨
が
、
そ

　
の
後
の
「
神
領
注
文
」
に
見
え
ぬ
の
は
、
飯
高
郡
が
文
治
元
年
神
郡
と
な
っ
た
た

　
め
に
他
な
ら
な
い
。
な
お
、
西
垣
晴
次
氏
は
前
掲
論
文
で
、
松
山
御
厨
不
記
載
の

　
理
由
を
相
律
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
解
釈
に
問
題
が
あ
る
。
ま
た
同
氏

　
が
あ
げ
ら
れ
た
不
記
載
の
所
領
の
多
く
は
、
神
郡
中
に
所
在
す
る
と
い
う
事
か
ら

　
説
嬰
で
き
よ
う
。
な
お
、
こ
れ
は
神
郡
の
理
解
に
係
わ
る
購
で
あ
る
が
、
不
記
載

　
の
御
厨
園
が
、
神
宮
の
支
配
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
不
記
載
と
な
っ
た

　
の
で
は
な
く
、
逆
に
強
く
及
ん
で
い
た
が
故
に
不
記
載
と
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き

　
で
あ
る
。

⑰
　
『
量
子
』
五
七
圏
、
　
『
神
宮
陰
欝
』

⑯
　
『
平
遺
』
補
遺
二
〇
一
、
　
「
大
中
臣
某
書
状
」

⑲
　
影
御
厨
の
関
係
史
料
と
し
て
は
、
承
久
二
年
の
造
内
裏
役
賦
課
を
ゆ
ぐ
る
左
大

　
史
小
槻
國
寒
書
状
が
あ
る
。
（
『
鎌
遣
』
二
七
〇
一
一
、
罠
経
記
寛
喜
三
年
八
月
巻
裏

　
文
書
）
。

⑳
『
神
道
大
系
響
篇
』
所
収
。
な
お
、
・
の
元
和
三
年
の
写
黍
、
『
羅
糠
籍

　
4
　
神
宮
行
事
遷
宮
記
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
安
濃
津
御
厨
に
つ
い
て
は
、
　
『
中
右
記
』
元
永
元
年
三
月
二
十
九
定
評
に
「
安

　
濃
津
神
三
升
が
見
え
、
『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
二
月
四
日
条
に
「
安
濃
津
沙
汰
人
」

　
（
こ
の
沙
汰
人
の
性
絡
に
つ
い
て
は
、
松
原
弘
宣
「
津
長
と
津
沙
汰
人
・
津
刀
禰
」

　
『
鎌
倉
遺
文
』
月
報
2
5
所
収
、
が
参
考
と
な
る
。
）
の
存
在
が
知
ら
れ
、
建
久
七

　
年
、
刀
禰
中
臣
国
行
等
は
「
依
無
指
寄
作
田
畠
、
往
反
諸
国
成
交
易
之
計
、
致
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
被
）

　
上
之
勤
」
ん
が
た
め
、
　
「
任
先
跡
無
事
煩
、
欲
彼
令
往
反
渡
海
」
（
『
蒸
溜
』
八
四

　
二
、
『
神
宮
雑
磐
』
）
と
愚
民
の
活
動
が
み
ら
れ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
網
野
善

　
彦
「
中
世
の
桑
名
に
つ
い
て
」
寄
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
ピ
×
×
H
＜
』
所

　
収
》
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）
。
「
大
神
宮
司
庁
出
船
注
文
」
中
最
大
の
出
船
を
し
た
御

　
美
名
が
不
明
な
の
は
恐
ら
く
、
阿
濃
縮
と
賜
わ
れ
る
。
な
お
、
　
『
神
獣
紗
』
で
は

　
追
筆
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
た
と
え
ば
、
焼
出
御
厨
と
近
接
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
垂
水
・
藤
方
御
厨
（
津

　
市
の
南
部
、
垂
水
・
藤
方
地
区
）
は
『
神
黒
砂
』
で
は
一
志
郡
に
、
　
「
御
厨
帳
」

　
で
は
安
濃
郡
に
属
し
て
い
る
。
郡
境
の
移
動
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑬
　
　
『
神
鳳
妙
』
に
は
嗣
国
番
淵
御
園
に
十
月
一
日
饗
析
所
の
注
記
が
あ
る
。
恐
ら

　
く
、
河
内
・
香
淵
は
同
じ
御
園
で
は
な
い
か
。

⑭
　
一
書
に
は
儀
式
内
容
の
み
な
ら
ず
、
寄
戸
・
神
田
・
御
厨
・
園
・
郷
な
ど
、
特

　
定
の
祭
祀
に
対
す
る
特
定
の
饗
所
の
設
定
、
あ
る
い
は
、
出
納
所
・
公
文
所
な
ど

　
「
所
」
の
儀
式
に
お
け
る
役
割
な
ど
の
記
載
が
み
ら
れ
、
祭
祀
内
容
、
新
所
設
定
、

　
組
織
等
に
わ
た
る
再
編
成
が
窺
わ
れ
る
。
　
『
雑
例
集
』
、
　
『
神
宮
雑
書
』
、
　
「
承
久

　
注
進
定
」
、
　
そ
し
て
本
書
の
成
立
が
と
も
に
十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
初
頭
に

　
か
け
て
で
あ
る
事
に
注
意
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
諸
資
料
を
総
合
的
に
分
析
す
る
必

　
要
が
あ
ろ
う
。
　
な
お
、
　
外
宮
の
場
合
で
は
あ
る
が
、
　
「
安
東
郡
専
当
沙
汰
文
」

（『

ﾔ
属
籍
・
神
宮
神
領
記
』
所
収
）
で
は
、
蟹
吉
の
「
正
物
」
が
出

　
納
所
・
公
文
所
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
上
分
米
は
こ
れ
ら
「
所
」
が
管
轄

　
し
、
諸
祭
儀
費
用
と
し
て
充
当
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑯
　
唯
一
例
外
は
江
嶋
御
厨
で
あ
る
。
　
「
神
領
注
文
扁
に
は
「
魚
貝
御
柳
勤
」
と
あ

　
る
。
そ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
「
件
御
厨
往
古
神
領
也
、
長
元
二
年
国
司

　
奉
免
、
長
暦
四
年
目
建
立
神
領
也
」
と
あ
り
、
か
つ
て
転
倒
さ
せ
ら
れ
た
事
が
あ

　
つ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
　
『
神
鳳
紗
』
承
久
注
進
定
内
に
は
記
載
さ
れ
て

　
い
な
い
事
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑯
　
石
井
進
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑳
　
『
玉
葉
』
建
久
二
年
二
月
十
一
日
条
に
「
社
寺
領
可
注
進
戦
船
、
被
宣
下
之
中
、

　
可
被
載
員
数
寡
欲
、
被
角
之
、
只
守
保
紺
碧
、
不
可
及
其
外
云
々
、
凶
事
不
可
然

　
勲
」
と
注
進
内
容
に
つ
い
て
は
当
初
か
ら
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
嶺
が
わ
か
る

　
が
、
神
宮
に
つ
い
て
は
、
詞
年
六
月
一
日
、
同
三
年
二
月
三
日
各
条
に
、
「
太
神

　
宮
御
領
」
、
「
神
宮
御
領
子
細
」
が
記
録
所
で
論
議
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に

　
つ
い
て
は
不
朔
。
お
そ
ら
く
、
　
「
神
領
注
文
」
に
あ
る
ご
と
く
、
　
「
二
宮
朝
夕
御
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齪
井
年
内
四
度
御
祭
諸
節
供
」
の
栢
析
を
注
進
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
で
は
な

　
い
か
と
思
わ
れ
る
。
注
進
が
な
さ
れ
た
以
降
は
、
同
四
年
五
月
十
三
二
条
に
「
常

　
供
田
之
間
黙
」
、
同
六
年
一
月
二
十
日
条
に
同
じ
く
「
常
供
田
之
忌
事
」
と
専
ら

　
常
供
田
の
み
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
建
久
二
年
十
二
月
十
日
条
に
は

　
斎
宮
寮
米
賦
課
を
め
ぐ
っ
て
四
姓
給
捧
田
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
。

⑱
　
志
摩
圏
の
御
厨
園
に
つ
い
て
は
検
討
す
べ
き
問
題
が
多
い
。
こ
こ
で
は
委
し
い

　
論
証
を
省
く
が
、
　
『
年
中
行
事
賑
に
み
え
る
行
方
、
船
…
越
、
佐
々
良
以
下
大
津
園

　
崎
な
ど
が
「
魚
翼
」
を
転
進
す
る
本
来
的
な
御
厨
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
『
神
鳳

　
妙
』
に
み
え
る
多
数
の
御
厨
園
は
上
分
米
を
原
則
と
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
か
と

　
考
え
て
い
る
。
な
お
同
書
で
の
、
行
方
以
下
の
記
載
の
仕
方
を
み
る
と
、
中
津

　
浜
、
坂
綺
の
ご
と
く
転
筆
、
船
越
・
佐
々
良
等
が
朱
合
点
、
内
井
瀬
、
比
志
賀
の

　
ご
と
く
、
未
記
載
な
ど
種
々
で
あ
る
。
ま
た
同
書
に
は
「
都
合
一
町
一
段
　
分
米

　
三
石
二
斗
二
舛
」
の
注
記
が
あ
る
。
な
お
、
坂
崎
御
厨
は
塩
を
貢
進
ず
る
御
厨
で

　
あ
り
、
永
承
五
年
荒
木
田
某
は
、
内
宮
に
坂
崎
聖
地
（
切
間
田
地
）
井
富
浜
を
寄

　
蔑
し
（
『
平
遺
』
六
七
七
　
「
徴
古
文
府
」
一
）
、
祢
宜
の
判
を
得
て
い
る
が
、
こ

　
れ
は
い
わ
ゆ
る
加
納
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。
久
安
五
年
の
庁
賞
に
よ
れ
ば
、
畠

　
地
七
段
が
あ
り
（
『
平
遣
』
四
七
二
　
、
「
伊
直
宮
古
文
書
」
）
、
地
子
を
め
ぐ
っ
て

　
相
論
が
生
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
伽
納
分
を
も
、
魚
貝
貢
進
の
御
厨
と
し
て
一
括

　
し
、
不
注
進
に
よ
っ
て
、
逆
に
承
認
を
う
け
た
と
考
え
る
。
ま
た
神
田
の
例
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
る
が
、
弘
安
元
年
、
内
宮
は
「
甲
賀
御
庄
　
太
紳
宮
御
上
分
米
事
、
為
百
姓
等
号

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
魚
貝
之
神
田
、
令
対
桿
御
上
分
米
之
条
、
甚
以
不
相
応
、
早
罷
魚
貝
之
□
」
と
命

　
じ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
　
（
『
山
嶽
』
瓢
ニ
ニ
五
九
　
「
神
宮
文
庫
文
欝
」
、
な

　
お
、
田
－
賀
庄
は
近
衛
家
領
閉
、
　
『
鎌
遺
』
七
山
ハ
一
嵩
一
、
　
「
近
衛
家
所
領
R
口
無
」
、
問
題

　
の
神
馬
は
『
神
宮
雑
例
集
』
に
み
え
る
「
甲
賀
村
神
眼
」
で
あ
ろ
う
。
）

⑳
　
勿
論
、
最
大
の
抵
抗
は
、
相
析
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
ま
た

　
　
「
神
領
注
文
」
に
は
「
建
立
。
奉
免
子
細
、
尋
問
於
給
主
、
追
可
注
進
」
と
し
た
所

　
領
が
多
く
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
不
確
馬
脚
な
所
…
領
を
も
、
注
進
し
た
慕
に
も
注
意

　
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
言
っ
て
所
領
の
過
少
申
告
を
以
っ
て
抵
抗
と
考

　
え
る
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
不
確
実
な
も
の
を
も
、
神
宮
領
と
し

　
て
注
進
し
た
点
に
抵
抗
を
認
む
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
。

⑳
　
た
だ
し
、
第
二
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
承
久
注
進
定
は
若
千
の
二
宮
領
は
別

　
と
し
て
、
全
て
内
宮
領
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
内
宮
領
の
み
を
考
察
す
る
事

　
に
な
る
。

⑳
　
鈴
鹿
郡
、
桑
名
郡
に
は
こ
の
よ
う
な
記
載
が
な
い
。
他
の
郡
の
記
載
様
式
－
上

　
分
米
、
三
度
大
祭
月
の
記
載
有
無
i
か
ら
類
推
し
て
、
鈴
鹿
郡
の
場
合
、
立
見
御

　
厨
迄
が
含
ま
れ
て
い
た
と
推
測
し
た
。
桑
名
郡
は
不
明
。

⑫
　
後
述
す
る
ご
と
く
、
建
久
三
年
と
四
年
の
注
文
は
基
本
的
に
性
格
を
異
に
す
る

　
と
考
え
る
の
で
、
こ
の
説
に
は
同
意
で
き
な
い
。

⑳
　
　
「
享
徳
元
年
庁
宣
注
文
」
に
は
、
七
二
・
坂
本
・
石
丸
な
ど
が
み
え
て
い
る
。

⑭
　
餅
光
御
厨
は
一
斗
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
こ
の
他
、
…
身
田
御
厨
の
場
合
、
　
『
神
鳳
妙
』
で
は
田
積
　
二
十
六
町
の
傍
注
が

　
あ
る
が
、
応
仁
二
年
の
内
宮
庁
宜
（
『
氏
経
卿
引
付
』
六
、
所
収
、
京
都
算
学
文
学

　
部
国
史
研
究
室
架
蔵
自
筆
本
写
真
に
よ
る
）
に
付
し
た
荒
木
田
氏
経
の
傍
注
に
よ

　
れ
ば
、
　
「
一
身
田
御
厨
内
山
早
撃
内
二
町
八
口
入
所
二
渡
シ
、
一
町
ハ
神
税
ヲ
可

　
沙
汰
」
と
僅
か
上
分
田
は
　
町
に
す
ぎ
な
い
。

⑳
奮
、
長
沢
御
厨
に
つ
い
て
は
、
『
歎
難
占
拠
三
重
県
』
を
参
照
ざ
れ

　
た
い
。

⑳
　
　
「
御
厨
帳
」
に
は
、
都
・
見
永
・
野
田
・
木
平
の
名
厨
園
の
頭
注
に
、
宮
・
宮

　
田
の
記
載
が
あ
る
。
同
…
限
に
み
え
る
給
人
祠
官
以
外
の
頭
注
に
は
こ
の
他
、
富
納

　
・
御
倉
・
政
所
・
出
納
所
・
里
倉
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
改
め

　
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
外
宮
直
轄
領
と
考
え
て
よ
い
の
で
は

　
な
い
か
。
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二
　
『
神
鳳
紗
』
に
つ
い
て

　
こ
こ
で
は
、
『
神
鳳
砂
』
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
と
し
て
、
「
承
久
注
進
定
」
の
理
解
、
本
書
の
成
立
経
緯
に
焦
点
を
あ
て
考
察
し
た

い
。
『
神
鳳
紗
』
に
は
、
次
の
国
・
郡
に
つ
い
て
、

　
伊
賀
国
　
迄
此
承
久
以
前
神
領
注
文
定

　
度
会
郡
　
迄
比
承
久
注
進
□

　
多
気
郡
　
迄
此
承
久
注
文
定
御
蟄
上
分
沙
汰
定

　
飯
野
郡
　
迄
是
承
久
注
文
定
□

　
飯
高
郡
　
迄
是
御
蟄
上
分
沙
汰
分

　
一
志
郡
　
迄
是
御
蟄
上
分

　
安
西
郡
　
是
マ
テ
御
蟄
上
分
注
文

　
奄
芸
郡
　
迄
此
御
蟄
上
分
承
久
注
進
定

　
河
曲
郡
　
此
マ
テ
御
蟄
上
分
注
文

　
三
重
郡
　
御
蟄
上
分
注
文
定

　
員
弁
郡
　
御
蟄
上
分
注
文
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
様
々
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
西
川
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
同
じ
内
容
を
－
承
久
年
間
、
御
蟄
上
分
を
国
家

に
注
進
し
た
も
の
1
示
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
記
載
の
御
厨
園
は
、
鎌
倉
初
期
の
、
お
お
む
ね
神
宮
領
の
総
体
で
あ
り
、

基
本
的
神
領
で
あ
る
と
い
う
の
が
従
来
の
共
通
し
た
理
解
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
御
厨
園
の
う
ち
、
た
と
え
ば

内
戒
灘
黒
暢
読
朱
．
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（
注
）

と
朱
の
合
点
を
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
同
書
に
、
　
「
□
文
之
内
蓋
点
者
建
久
四
年
二
宮
進
官
注
文
、
自
本
所
令
合
点
」
と
あ
る
事
か
ら
、
建

久
四
年
に
も
注
進
が
な
さ
れ
、
こ
の
注
文
に
よ
っ
て
合
点
さ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
こ
の
承
久
の
注
進
が
、
い
か
な
る
契
機
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
か
を
ま
ず
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
事
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
②

『
民
経
記
』
の
裏
文
書
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
長
文
で
は
あ
る
が
全
文
掲
出
す
る
。

　
　
　
謹
請

　
　
　
　
　
太
神
宮
御
厨
以
下
注
文
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
令
）

　
　
右
任
被
物
下
之
旨
、
不
日
日
盛
進
之
旨
、
□
下
知
候
之
処
、
二
宮
一
面
宜
氏
良
、
旧
藩
□
神
主
請
文
謹
令
進
上
候
、
子
細
見
夏
鳥
歌
。
連
々
錐
令
催
促
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
露
）

　
　
神
領
事
滑
茸
問
、
令
遅
引
候
云
々
、
畢
可
嵩
上
候
也
、
□
□
九
条
入
道
殿
御
時
注
文
可
副
進
［
］
所
載
下
知
浜
道
、
且
以
此
旨
可
有
御
繭
□
候
、
恐
捏

　
　
謹
言
、

　
　
　
　
四
月
廿
一
日
　
神
紙
権
大
副
大
中
臣
隆
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

右
史
料
の
年
代
は
、
氏
良
の
一
祢
宜
存
在
期
間
が
、
建
保
五
年
七
月
～
貞
応
元
年
三
月
、
彦
□
に
つ
い
て
は
、
こ
の
前
後
、
彦
□
な
る
一
石
宜

は
、
建
保
四
年
閏
六
月
任
、
承
久
三
年
十
二
月
三
日
卒
の
彦
基
し
か
お
ら
ず
、
欠
字
は
「
基
」
と
断
定
で
き
る
が
、
こ
の
両
者
が
一
祢
宜
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
重
複
す
る
時
期
は
、
従
っ
て
建
保
五
年
七
月
～
承
久
三
年
十
二
月
の
四
年
間
と
な
る
。
ま
た
、
承
久
三
年
八
月
、
政
子
の
夢
想
に
よ
っ
て
、

内
宮
に
寄
進
さ
れ
た
正
院
領
安
楽
・
井
後
村
が
承
久
注
進
定
内
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
点
を
参
考
に
す
れ
ば
、
同
三
年
八
月
号
と
な
る
。
残
念

な
が
ら
、
こ
の
他
、
よ
り
時
期
を
限
定
す
る
史
料
を
持
た
な
い
が
、
右
史
料
が
承
久
注
進
作
成
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
と
結
論
し
て
差
し
支

え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
宮
は
、
建
久
三
年
の
時
と
同
じ
く
、
承
久
年
間
（
便
宜
上
、
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
）
神
宮
領
注
文
の
作
成

を
国
家
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
注
文
（
便
宜
上
、
こ
の
時
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
注
文
は
、
以
下
「
承
久
注
文
」
と
表
わ

す
）
と
、
先
の
承
久
注
進
定
と
は
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
検
討
す
る
た
め
「
承
久
注
文
」
を
復
元
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の

は
『
神
鳳
紗
』
に
み
え
る
次
の
よ
う
な
記
載
で
あ
る
。
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（
近
江
国
）

　
　
．
難
欝
纏
譲
仁
二
年
所
建
竜
闘
鶏
琶
供
祭
馨
至
分
米
三
石
鷲
新
碧
外
題
前

傾
記
載
様
式
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
ご
と
く
、
　
「
神
領
注
文
」
と
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
載
は
こ
の
他
、
若
狭
国
向
笠
御
厨
、
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

指
揮
永
治
御
厨
、
備
中
国
神
代
野
部
御
厨
、
伊
予
国
訳
河
・
千
富
御
厨
な
ど
に
も
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
御
厨
の
奉
免
に
か
か
わ
る
年
紀
は
、
正
治
・

建
仁
・
建
保
・
建
暦
で
、
い
ず
れ
も
、
建
久
～
承
久
年
間
に
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
右
御
厨
は
い
ず
れ
も
「
神
領
注
文
」
に
は
み
え
な
い
。
以

上
の
事
実
を
勘
考
す
れ
ば
、
こ
の
記
載
は
「
承
久
注
文
」
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
　
「
承
久
注
文
」
の
一
部
分
と
結
論
で
き
よ
う
。
す
な
わ

ち
、
神
宮
は
、
承
久
年
間
、
神
領
注
文
を
作
成
、
国
家
に
提
出
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
従
来
の
注
文
と
同
じ
く
、
建
久
三
年
以
降
、
承
久
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

聞
迄
に
、
新
た
に
宣
旨
（
国
司
庁
判
を
含
め
て
）
を
得
た
神
宮
領
を
注
進
し
た
も
の
で
あ
り
、
建
久
三
年
迄
の
も
の
は
、
　
「
九
条
入
道
御
覧
注

考

第5i菱

禰妙／鯛名／酩／網雑瑚備

「御厨帳」度会

「御厨帳」に1
貫文新加上分

斗
斗

　
リ
ワ
け

」
紗

帳
鳳
リ

厨
神
ア

御
，
点
“

「
塩
墨

内
〃

外

○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
　
○
○
○
○
○

内
〃

内
〃
　
〃
　
〃

（内）

内

　tt

　lt

（内）

園
庄
園
園
園
厨
園
園
園
園
園
園
園
園
園
圃

・
服
毒
保
轟
下
村
取
尻
・
葉
欝

池
笠
栃
粟
宇
志
下
当
前
石
鉢
河
音
橋
中
墨

浜田園

園
園
園
園
園
圃
園

　
　
　
　
内
新

　
　
　
　
　
　
方

本
田
坂
東

　
　
　
　
垣
泉

坂
佐
神
朝
家
青
山

文
」
1
1
「
神
領
注
文
」
を
副
進
ず
る
事
に
よ
っ
て

省
略
し
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
「
承
久

注
文
」
が
「
神
領
注
文
」
と
類
似
し
た
も
の
と
す

れ
ば
、
承
久
注
進
定
と
は
大
き
く
異
っ
て
い
た
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
承
久
注
進
定
に
つ
い
て

み
よ
う
。
第
5
表
は
、
　
『
上
例
集
』
多
気
郡
の
御

厨
園
と
『
神
鳳
紗
』
同
郡
の
承
久
注
進
定
内
の
そ

れ
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
、
朱

点
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
全
て
内
宮
領
（
二
宮

も
含
め
て
）
で
あ
る
事
が
判
明
す
る
。
こ
の
結
果
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は
、
例
挙
は
省
略
す
る
が
玉
村
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
度
会
郡
を
始
め
、
飯
野
・
飯
高
・
一
志
の
各
郡
に
つ
い
て
も
同
様
な
結
果
を
得
る
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
朱
点
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
表
中
の
浜
田
御
園
や
、
度
会
郡
若
田
御
園
を
除
い
て
、
結
果
は
同
じ
で
あ
る
。
で
は
、
　
『
隠
避
集
』
に
記

載
を
欠
く
他
の
郡
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
委
し
い
検
討
は
煩
喰
に
な
る
の
で
省
略
し
た
い
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
『
神
鳳
鉛
』
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

・
二
宮
の
傍
注
は
ほ
ぼ
信
用
し
う
る
の
で
あ
っ
て
先
の
こ
の
結
論
は
そ
の
ま
ま
他
郡
に
も
龍
馬
し
う
る
。
右
の
よ
う
に
、
承
久
注
進
定
は
、
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

宮
領
（
二
宮
領
と
し
て
外
宮
領
も
一
部
含
む
が
）
の
み
を
注
進
し
た
も
の
で
あ
る
事
を
こ
こ
で
確
認
し
、
こ
れ
が
同
資
料
の
基
本
的
性
格
で
あ

る
事
を
指
摘
し
て
お
き
た
晦
・
次
に
・
愛
注
進
定
は
・
誰
に
・
何
の
晶
で
建
さ
れ
た
か
と
い
う
占
…
を
考
え
て
み
よ
乞
こ
の
建
が
国

家
に
対
し
て
な
さ
れ
た
と
、
従
来
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
最
初
に
あ
げ
た
承
久
注
進
定
の
記
載
の

仕
方
を
改
め
て
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
表
題
は
様
々
で
あ
る
が
、
共
通
す
る
事
は
「
御
蟄
上
分
」
を
注
進
し
た
も
の
で
あ
る
事
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。
こ
れ
が
字
義
通
り
上
分
の
注
進
で
あ
る
事
は
、
先
に
あ
げ
た
記
載
例

　
　
内
蝉
無
璽
脹
朱
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
一
見
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
上
分
米
星
と
、
そ
の
上
分
米
が
配
分
さ
れ
る
べ
き
年
三
度
の
大
祭
月
を
記
載
し
た
所
に
そ
の
特

長
が
あ
る
。
こ
の
点
、
　
「
神
領
注
文
」
と
は
異
質
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
も
っ
と
も
、
　
「
月
」
は
そ
の
性
格
か
ら
雷
っ
て
、
注
進
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
は
な
く
受
領
者
に
よ
る
記
載
の
可
能
性
が
あ
る
が
）
。
こ
れ
を
最
も
よ
く
表
わ
し
て
い
る
の
が
、
建
久
四
年
の
注
進
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
朱

合
点
の
位
置
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
上
分
米
数
値
に
合
点
さ
れ
て
い
る
の
は
、
　
「
御
蟄
上
分
」
を
校
合
し
た
事
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
注

進
の
目
的
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
で
は
合
点
者
は
誰
か
。
従
来
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
何
ら
関
心
が
向

け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
「
自
本
所
令
合
点
」
の
語
句
を
誤
っ
て
解
釈
し
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
レ
本
所
レ
令
二
合

点
一
」
と
読
ん
だ
た
め
で
、
こ
れ
は
「
三
二
本
所
一
令
二
合
点
こ
と
読
ん
で
始
め
て
意
味
が
明
瞭
と
な
ろ
う
。
本
所
が
合
点
し
た
の
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
本
所
が
後
掲
史
料
か
ら
伊
勢
神
宮
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
代
表
と
し
て
の
祭
主
を
指
す
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
承
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ

注
進
定
は
、
内
宮
か
ら
、
祭
主
へ
注
進
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
各
御
厨
園
の
上
分
米
量
の
確
定
と
、
年
三
度
大
祭
の
一
般
的
経
費
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し　撰述　　　　　　　　　　　　第6蓑A
べ
て
い
る
ご
と
く
解
答
は
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
今
一
度
検
討
し
て
み
よ
う
。
第
6
表
㈱
は
『
年
中
行
事
』
に
み
え
る
御
厨
園
と
『
神

隠
』
の
記
載
と
を
比
較
し
た
も
の
。
働
は
そ
の
他
の
資
史
料
に
み
え
、
承
久
注
進
定
に
不
記
載
の
も
の
を
第
1
表
よ
り
摘
記
あ
る
い
は
増
補

　
　
　
　
　
⑲

た
も
の
で
あ
る
。
㈹
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
ご
と
く
、
　
『
神
雨
走
』
そ
の
も
の
に
不
記
載
、
あ
る
い
は
追
追
、
ま
た
は
承

のω25

御厨園名 「年中行事」記載内容 1神鳳紗1所　属　郡　1雑例集

牧
園
厨
園
園
園
園
喰
崎
津
保
厨
厨
厨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
　
原

八
菜
井
瀬
上
　
熊
　
　
濃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
平
強

佐
若
圏
内
竪
菊
酒
牛
松
安
別
丹
衣
大

嶋
買
越
縄
墨
所
以
鰐
革
浜
崎
崎

浮
　
　
　
け
　
　
　
国

介
　
　
．
騰
志
阿
津
津

　
　
　
　
　
剃

伊
行
船
陸
佐
伊
比
猿
土
中
坂
大

1／1年魚・1／7若菜等
工／7若菜　　　　　等

2／1鍬山伊賀利神事直会

4／14菅

6／15賢海神事仮屋作

9／9節句菊花

三度御祭夜松

9／20小朝態神熊直会

公卿勅使等　魚貝貢進

　　　　tt

　　　　lt
三ケ度由費陪膳6・12月

　　　〃　　　9月
小朝熊神態直会

〔参考・志摩国〕

進貢貝魚
等
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

使働卯公

　
　
　
　
　
　
　
　
筆

×
x
×
×
△
×
×
x
×
　
△
○
○
○

　
　
　
　
　
　
　
　
追

○
×
㈹
㈱
㈱
㈱
×
×
㈹
筆
”
○

　
　
○
○
○
○
　
　
　
○
追

度　　　会

多　　　気

　　？
度会（憲摩国）

度　　　会

度　　　会

　　’ノ

　　？

飯　高　力

安　　　濃

　　tt
員　　　弁

朝　　　明

三　　　重

南・北船越

伊雑神戸

X
×
×
　

×
X
×
×
X
X
×

睡力件暫進注
へ△ろ瞳力

占
…

二
圏

内
ノ

定
年

進
4

注
久

久
建

艦
恥

σ
像
、

屯
軌

自
記

項
不

ノ
ハ

妙
×

鳳
，

神
ノ

濁〔

に
充
当
・
配
分
す
べ
き
上
分
米
の
量
を

算
定
し
、
こ
れ
を
各
御
厨
園
に
割
り
当

て
る
事
に
よ
っ
て
、
諸
祭
祀
の
物
質
的

基
礎
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
承
久
注
進
定
は
「
承
久

注
文
」
と
密
接
に
関
連
す
る
が
、
あ
く

ま
で
、
神
宮
の
内
部
文
書
的
性
格
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
で
は
承
久

進
定
は
す
べ
て
の
内
宮
領
を
網
羅
す
る

も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
は
「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ
た
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

う
に
『
神
寸
寸
』
が
「
寸
寸
果
子
魚
貝

已
下
供
祭
御
三
三
三
神
領
等
略
之
」
、

「
内
宮
一
円
不
輸
御
領
研
雑
纂
戸
井
七

　
　
⑯
　
　
　
⑰
　
　
　
⑱

箇
御
薗
・
赫
田
・
佐
八
日
三
等
也
」
と

久
㈱
は
『
年
中
行
事
』
に
み
え
る
御
厨
園
と
『
神



考

第6表　B

三脚釧備出御厨園名

黒田・平田葡牧園
力

外宮領力

内宮領ハヨ重
外宮領ハ朝甥

内・外不明

内・外転開

二宮

tt

魚介御亭

△
・
△
×
×
灘
△
△
畿
〃
△
△
△

「雑薯記」

　　tt
ArlZIO23　・　1137

平12工2

平1232

平1950

平275工

平3325

鎌191

鎌44

錆喪1276，　建仁1

r玉蘂』建暦1

「神領注文」

園
園
園
園
園
園
厨

見
瀦
田
合
奮

　
方
田

粥
鍬
土
平
川
松
野

厨
　
園
園
厨
厨
厨

部
雨
量
嶋

坂
中
槻
二
平
江

〔注〕　既述ノモノ外宮領ハ雀略シタ。

　
　
　
　
へ

久
注
進
定
外
に
記
載
の
三
類
型
に
分
け
う
る
。
こ
れ
は
『
一
一
紗
』
全
体
か
ら
言
え

ば
、
　
「
神
領
機
略
之
レ
と
い
う
注
記
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
事
を
示
し
て
い
る

が
、
承
久
注
進
定
に
限
定
す
れ
ば
、
す
べ
て
「
略
之
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
丹
生
河
・
衣
平
・
大
強
原
御
厨
は
こ
の
例
外
で
あ
る
の
で
若
干
検
討
を
要
す

る
。
大
隅
原
御
厨
は
『
年
中
行
事
』
に
追
筆
で
、
　
「
世
木
馬
宮
ノ
三
時
、
大
強
原
御

　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

厨
所
当
以
九
型
、
三
度
御
祭
度
別
宛
三
石
」
、
ま
た
「
下
行
記
」
に
は
「
但
中
古
大
強

（
マ
マ
）

原
迄
、
九
石
沙
汰
」
と
あ
り
、
そ
の
上
分
米
を
転
用
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
来
的

な
御
厨
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
丹
生
河
御
厨
は
『
糸
満

紗
』
に
、
　
「
内
宮
一
円
」
、
　
「
三
十
石
」
、
　
「
又
御
印
上
分
三
石
云
々
」
な
ど
の
傍
注

が
あ
る
。
文
字
通
り
内
宮
直
轄
領
で
あ
る
が
、
　
「
御
蟄
上
分
三
石
云
々
」
の
位
置
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

朱
点
を
付
し
て
い
る
点
、
元
来
は
、
大
三
原
御
厨
な
ど
と
同
様
な
御
厨
で
あ
っ
た
が
、

内
宮
が
後
何
ら
か
の
堅
甲
を
吸
収
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
衣
平
御
厨
の
場
合

は
不
明
で
あ
る
が
、
同
様
な
過
程
を
経
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
若
干
の
例
外

は
あ
る
も
の
の
、
　
『
年
中
行
事
』
記
載
の
直
轄
領
的
神
宮
領
は
、
神
郡
・
非
神
郡
所
在
を
問
わ
ず
承
久
注
進
定
に
は
欠
落
し
て
い
る
事
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
次
に
⑧
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
露
見
御
園
は
、
　
「
御
巫
本
」
に
は
上
分
米
の
記
載
が
な
い
が
「
氏
経
本
」
に
は
氏
経
の
注
記
と
思

　
　
　
　
不
見

わ
れ
る
「
樽
代
二
貫
」
、
「
］
賀
木
麻
」
の
記
載
が
あ
り
、
こ
の
欠
字
は
恐
ら
く
「
天
平
」
の
二
字
と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
、
　
「
御
厨
帳
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
綿
廿
両
、
　
「
下
行
記
」
に
は
磯
部
・
国
崎
神
戸
・
佐
八
御
牧
の
項
に
続
い
て
記
さ
れ
栗
折
十
二
合
、
銭
百
文
、
　
（
中
略
）
元
ハ
壱
貫
と
あ
番
。

以
上
か
ら
、
本
来
、
天
平
賀
の
麻
を
貢
製
し
た
御
園
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
　
（
割
方
）
御
麻
生
園
は
、
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
に
、
「
可
奉

御
衣
織
料
及
製
麻
、
隠
忍
於
延
住
宅
（
注
御
麻
生
園
預
清
原
秀
延
）
被
検
封
」
れ
、
「
式
日
闊
怠
」
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
名
の
ご
と
ぐ
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麻
を
貢
進
ず
る
園
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
の
御
厨
園
に
つ
い
て
は
、
そ
の
不
記
載
の
理
由
は
判
然
と
し
な
く
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
，
㈹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

表
に
つ
い
て
も
、
直
轄
領
邑
神
宮
領
は
欠
落
し
て
い
た
之
結
論
し
て
も
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
こ
の
結
果
は
、
　
「
神
領
注
文
」
と
共
通
し
た
も

の
で
は
あ
る
が
、
承
久
注
進
定
の
場
合
は
、
上
分
米
を
負
う
御
厨
園
を
注
進
し
た
も
の
i
従
っ
て
直
轄
領
を
含
ま
な
い
一
で
あ
る
事
を
端
的
に

示
し
て
い
る
と
い
え
欠
落
の
理
由
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
「
神
領
注
文
」
と
承
久
注
進
定
と
の
基
本
的
相
違
選
一
後
者
は
神
郡
を
も
注

進
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
承
久
注
進
定
が
、
国
家
に
対
し
注
進
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
、
神
郡
支
配
を
め
ぐ
る
国
家
と
神

宮
と
の
関
係
に
重
大
な
変
化
が
、
建
久
三
年
か
ら
承
久
年
間
（
あ
る
い
は
建
久
四
年
）
迄
に
生
じ
た
事
に
な
る
。
し
か
し
、
終
章
で
ふ
れ
る
ご
と
く
、

神
郡
に
対
し
て
神
宮
は
鎌
倉
期
を
通
じ
て
独
自
の
支
配
権
を
容
認
さ
れ
、
か
つ
行
使
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
重
大
な
変
化
を
示

す
徴
証
は
、
’
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
な
お
軽
々
に
断
定
を
す
る
事
は
慎
重
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
む

し
ろ
、
そ
の
記
載
事
項
の
相
違
に
注
意
す
る
と
へ
承
久
注
進
定
は
神
宮
内
部
の
文
書
と
考
え
た
方
が
妥
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

非
神
郡
所
在
の
所
領
は
、
宣
旨
等
に
よ
っ
神
宮
領
と
し
て
国
家
的
承
認
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
神
郡
内
の
そ
れ
ら
は
、
後
述
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
う
に
、
祭
主
の
与
判
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
る
。
双
方
共
、
祠
官
の
私
的
所
領
で
あ
る
点
、
共
通
の
本
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は

本
来
、
神
宮
直
轄
領
で
あ
る
神
郡
に
存
在
す
る
以
上
、
そ
の
建
立
は
決
し
て
神
宮
領
の
増
加
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
神
宮
に
と
っ
て
は
敵
対
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

存
在
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
異
種
の
神
宮
領
が
、
承
久
注
進
定
に
お
い
て
は
、
上
分
米
を
負
担
し
、
三
度
大
祭
の
物
質
的
基
礎
と
し
て
同
質
な

も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
点
に
特
質
が
あ
る
。
右
の
よ
う
に
、
神
郡
内
の
そ
れ
を
体
飼
的
に
容
認
し
、
こ
れ
を
中
世
的
祭
祀
体
系
の

中
に
包
括
し
た
所
に
承
久
注
進
定
の
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
建
久
四
年
の
注
進
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
範
囲
を
拡
大

す
る
形
で
承
久
年
間
、
体
制
的
に
確
立
を
み
た
の
で
あ
る
。
以
上
要
約
す
れ
ば
、
承
久
注
進
定
は
、
内
宮
領
の
注
進
で
あ
り
、
　
「
承
久
注
文
」

と
は
性
格
を
異
に
す
る
神
宮
の
内
部
文
書
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
承
久
注
進
定
は
そ
の
性
格
か
ら
い
っ
て
建
久
四
年
の
注
進
と
対
応
し
、
　
「
承

久
注
文
」
は
「
神
領
注
文
」
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
　
『
神
鳳
紗
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
・
て
検
討
す
る
。
本
書
の
奥
書
に
は
、
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延
文
五
年
三
月
　
日
紘
囎
糀
蝿
淋
耕
翻
鮪
好
鶴
鰍
む
琳
軍

　
　
　
（
注
）

　
　
　
口
文
之
内
朱
点
者
建
久
四
年
二
富
進
官
注
文
、
自
本
所
令
合
点

　
　
　
（
墨
）

　
　
　
□
点
者
自
其
以
来
書
入
云
々
、
以
泰
昌
神
主
書
写
本
書
（
之
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
（
）
内
は
「
氏
経
本
扁
に
よ
る
。
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

と
あ
り
、
本
書
が
、
「
本
宮
注
進
本
」
、
「
晴
宗
神
主
之
本
」
、
「
泰
昌
神
主
書
写
本
」
、
そ
の
他
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
事
を
記
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
各
書
に
つ
い
て
個
別
的
に
み
て
み
よ
う
。

　
「
泰
昌
神
主
書
写
之
本
」

『
勘
仲
記
』
弘
安
九
年
十
二
月
十
四
日
条
に
、

　
　
帥
卿
被
網
下
云
、
諸
社
神
領
云
乃
貢
、
云
神
事
勘
定
、
野
島
注
進
之
由
被
仰
下
、
薗
々
奉
行
職
事
等
、
神
宮
事
先
日
直
承
敷
定
之
間
、
仰
祭
主
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

と
神
富
領
注
文
の
作
成
提
出
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
。
謹
書
は
こ
の
記
事
に
続
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
承
脱
力
）

　
　
神
宮
使
行
道
申
、
摂
社
伊
雑
神
戸
日
食
刑
事
、
不
領
承
元
免
除
証
文
、
造
宮
所
謎
書
之
由
、
頻
門
訴
　
敷
答
云
　
先
停
止
当
時
之
謎
責
、
愈
鷺
洲
進
陳
状

　
　
之
由
、
被
仰
下
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
造
宮
所
に
よ
る
日
食
米
賦
課
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
が
生
じ
て
い
る
事
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
團
さ
れ
る
の
は
、
　
『
神
鳳
妙
』
の
表
題
に

　
　
伊
勢
太
神
宮
造
替
遷
宮
事

　
　
日
食
米
処
々
注
文

と
あ
る
事
で
あ
る
。
こ
の
表
題
は
延
文
五
年
の
「
本
宮
注
進
本
」
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
遷
宮
日
食
米
賦
課
を
め
ぐ
っ
て
、
注
進
が
作
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

さ
れ
た
事
を
示
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
弘
安
九
年
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な
注
進
が
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
方
、
泰
昌

は
、
　
『
勘
仲
記
』
弘
安
十
年
二
月
一
日
条
に
「
神
宮
使
権
禰
宜
荒
木
田
神
主
泰
昌
注
文
一
通
」
と
み
え
、
月
読
宮
倒
壊
に
つ
い
て
実
検
、
報
告

を
な
し
て
お
り
、
当
時
、
権
禰
宜
と
し
て
実
務
を
担
当
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
注
進
作
成
に
も
、
何
ら
か
の
関
与
を
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

28　（28，）
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こ
の
よ
う
に
弘
安
九
年
亀
山
上
皇
よ
り
提
出
を
命
ぜ
ら
れ
た
注
文
、
遷
宮
日
食
米
賦
課
の
た
め
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
注
進
と
「
泰
昌
神
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

書
写
之
本
」
と
は
深
く
関
係
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
本
に
よ
っ
て
打
た
れ
た
と
す
る
墨
点
の
御
厨
園
は
何
れ
も
上

分
米
・
大
祭
月
の
記
載
が
な
く
、
こ
れ
が
、
泰
昌
本
自
体
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
『
神
癒
妙
』
編
者
が
省
略
し
た
も
の
か
、
ま
た
他
方
、
弘
安
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

間
迄
に
資
史
料
に
み
え
る
多
く
の
御
厨
園
が
『
神
鳳
紗
』
に
み
ら
れ
な
く
、
こ
れ
ら
の
点
も
含
め
て
、
今
度
な
お
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
本
宮
禰
宜
晴
宗
本

　
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
今
迄
し
ば
し
ば
引
用
し
た
「
御
厨
帳
」
が
、
こ
れ
と
同
一
、
も
し
く
は
密
接
な
関
係
を
有
す
る
と
考
え
る
。
　
「
御
厨

帳
」
の
奥
書
に
は
「
延
元
四
年
十
月
日
、
倶
政
所
大
夫
注
進
定
」
と
あ
り
、
そ
の
記
載
様
式
は
、
一
例
を
あ
げ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
米
当
時
麦

　
　
高
羽
江
御
厨
　
三
石
内
六
月
一
石
　
九
月
一
石
　
十
二
月
一
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
そ
の
様
式
は
、
承
久
注
進
定
と
全
く
同
一
と
い
っ
て
よ
く
、
作
成
の
目
的
も
同
じ
で
あ
ろ
う
事
を
推
測
さ
せ
る
。
晴
宗
は
翌
暦
応
三
（
興
国

元
）
年
、
十
禰
宜
に
補
任
さ
れ
て
い
る
が
、
延
元
四
年
当
時
、
上
脇
の
権
禰
宜
と
し
て
こ
の
注
進
に
関
係
し
た
と
も
考
え
ら
れ
、
敢
え
て
憶
測

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
れ
ば
、
　
「
政
所
大
夫
」
は
彼
自
身
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
本
注
進
の
作
成
契
機
と
し
て
は
、
こ
の
時
期
、
諸
資
料
に
外
宮
遷
宮
に

関
す
る
記
事
が
見
え
ず
、
遷
宮
と
は
直
接
関
係
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
不
明
で
、
こ
の
点
も
承
久
注
進
定
と
類
似
し
て
い
る
。

　
本
宮
注
進
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
延
文
四
年
八
月
、
内
宮
遷
宮
事
始
め
が
あ
り
、
同
年
十
一
月
二
日
付
　
ま
た
翌
五
年
十
一
月
一
日
付
　
役
夫
工
米
免
除
の
論
旨
を
参
考
に
す

れ
ば
、
前
述
の
ご
と
く
、
　
『
神
鳳
紗
』
表
題
の
「
伊
勢
太
神
宮
造
替
遷
宮
事
日
食
米
事
々
注
文
」
は
本
来
、
　
「
本
宮
注
進
本
」
の
そ
れ
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
『
神
鳳
紗
』
で
は
、
承
久
注
進
定
以
外
の
内
宮
領
に
関
し
て
は
、
上
分
米
、
大
祭
月
の
記
載
が
な
く
、
こ

れ
が
、
編
者
の
省
略
に
よ
る
か
、
　
「
本
宮
注
進
本
」
自
体
記
載
が
な
く
、
単
に
御
厨
園
名
を
列
挙
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
、
不
明
で
あ

る
。
も
し
、
後
老
と
す
れ
ば
、
泰
昌
本
も
含
め
て
、
　
「
本
宮
注
進
本
」
は
、
承
久
注
進
定
と
は
、
ま
た
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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そ
の
他

　
以
上
、
本
書
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
の
べ
て
来
た
が
、
こ
れ
ら
の
み
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
箇
所
が
あ
り
、
最
後
に
簡
単
に
ふ
れ
る
。

安
西
郡
に
「
不
輸
寺
領
」
と
し
て
和
谷
寺
以
下
の
記
載
が
み
ら
れ
る
事
が
先
ず
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
愚
拙
領
と
は
無
関
係
の
寺
領
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
追
筆
で
は
あ
る
が
、
員
弁
郡
大
谷
御
厨
の
傍
注
に
「
田
文
云
大
泉
大
谷
五
一
」
、
三
重
郡
采
女
御
厨
に
「
田
文
十
五
町
」
、

同
派
曾
井
御
厨
に
「
田
文
廿
町
」
と
記
載
が
あ
る
事
で
あ
る
。
こ
の
他
、
名
田
・
神
田
に
追
筆
で
、
田
積
記
載
が
み
ら
れ
る
の
も
、
　
「
田
文
」

に
よ
る
記
載
と
思
わ
れ
る
。
平
安
期
、
神
宮
が
神
郡
の
田
図
鉱
田
籍
を
所
持
し
て
い
た
事
は
、
す
で
に
棚
橋
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
鎌
倉

期
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
安
濃
郡
所
在
の
俸
禄
田
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
　
「
郡
司
田
所
等
奉
禄
田
勘
定
一
文
」
を
所
持
し
て
い
た
事
が

　
　
　
　
　
⑲

知
ら
れ
て
い
る
。
　
『
神
鳳
紗
』
神
郡
所
在
の
寺
社
領
・
名
田
・
神
田
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
田
文
か
ら
転
写
し
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
本
書

の
蓑
題
、
　
「
二
所
太
神
宮
領
諸
国
神
戸
御
厨
御
薗
神
田
名
田
等
」
は
以
上
の
諸
注
進
・
田
文
を
転
写
し
、
総
括
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

⑳b
つ
。

　
以
上
累
遇
し
た
事
を
要
す
れ
ば
、
　
「
神
領
注
文
」
と
、
承
久
注
進
定
と
は
、
基
本
的
に
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
事
、
し
か
し
な
が
ら
、
両
者

と
も
、
直
轄
領
的
御
厨
園
を
含
ま
ぬ
点
で
は
共
通
す
る
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
点
は
、
　
『
神
鳳
紗
』
全
体
の
性
格
と
い
え
る
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
、
そ
れ
は
、
本
書
の
構
成
要
素
に
な
っ
た
諸
注
進
本
そ
の
も
の
の
性
格
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
書
を
資
料
と
し
て
神
宮
領

を
分
析
す
る
場
合
、
右
結
論
に
十
分
留
意
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。

30　（30）

①
　
西
川
粗
土
氏
前
掲
論
文

②
　
寛
喜
三
年
四
月
（
下
）
記
紙
背
。

③
『
繍
富
神
町
略
』
所
収
三
宮
璽
斐
」
に
よ
る
。
以
下
、
璽

　
の
補
任
、
在
任
期
問
等
は
、
特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
、
同
書
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

④
　
ち
な
み
に
、
大
中
臣
隆
□
は
、
建
暦
二
～
貞
応
泥
年
迄
、
祭
主
で
あ
っ
た
隆
宗

　
で
あ
ろ
う
。

⑤
　
　
『
吾
妻
鏡
』
同
年
八
月
七
日
条
。
内
宮
へ
安
楽
・
井
後
村
が
、
外
宮
へ
葉
若
・

　
西
園
村
が
寄
進
さ
れ
て
い
る
。

⑥
　
こ
の
他
、
上
野
国
青
柳
御
厨
、
下
野
國
寒
河
御
厨
、
但
馬
團
謹
製
御
厨
に
は
、

　
建
久
以
後
、
新
た
に
獲
得
し
た
権
利
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。

⑦
こ
の
時
点
で
、
「
九
条
入
道
」
が
兼
実
を
指
す
宴
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑧
　
こ
の
両
御
園
は
『
雑
例
集
』
で
は
外
宮
領
と
な
っ
て
い
る
。
浜
田
御
園
は
「
御
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厨
帳
」
に
は
塩
六
斗
、
若
田
御
緩
は
上
分
米
五
斗
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
、
『
神
鳳

　
妙
』
記
載
の
上
分
米
と
異
っ
て
お
り
内
・
外
両
隣
領
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お

　
そ
ら
く
、
建
久
以
後
、
内
宮
領
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑨
　
た
だ
し
、
鈴
鹿
・
朝
明
・
桑
名
郡
に
つ
い
て
は
承
久
注
進
定
に
該
当
す
る
記
載

　
は
な
い
。
し
か
し
上
分
米
・
月
記
載
の
有
無
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
鈴
鹿
郡
は
立
見

　
御
厨
の
後
、
朝
明
郡
は
柿
神
田
の
後
に
記
載
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
桑
名
郡
は

　
不
明
。

⑩
　
従
っ
て
、
承
久
注
進
定
は
、
神
宮
領
の
全
貌
を
示
す
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

　
こ
の
点
は
後
述
す
る
が
、
内
宮
領
の
、
し
か
も
置
三
聖
を
除
い
た
部
分
を
示
す
の

　
み
で
あ
る
。

⑪
外
宮
領
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
注
進
は
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

　
か
。
　
『
雑
例
乱
切
記
載
の
外
宮
領
を
、
『
神
宮
紗
』
で
み
る
と
、
全
て
上
分
米
の

　
記
載
が
あ
る
事
が
わ
か
り
、
　
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
外
宮
に
つ
い
て
も
、
承
久
年

　
間
、
こ
の
よ
う
な
注
進
が
な
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
　
『
雑
例
集
』
に
記
載

　
を
欠
く
安
濃
郡
以
下
の
郡
で
あ
っ
て
も
上
分
米
記
載
が
あ
る
も
の
は
、
外
宮
「
承

　
久
注
進
定
」
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑫
　
こ
れ
を
、
上
分
米
の
納
入
期
限
と
考
え
る
の
は
誤
り
。

⑬
も
っ
と
も
、
注
進
者
を
、
後
述
す
る
「
御
厨
帳
」
の
ご
と
く
政
所
大
夫
と
考
え

　
れ
ば
、
当
初
か
ら
記
載
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑭
「
む
す
び
に
か
え
て
」
注
⑯
文
霞

⑮
　
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
宜
旨
を
得
て
い
な
い
御
厨
園
・
免
田
形
態
の
も
の
を

　
も
注
進
し
た
理
由
を
説
明
で
き
る
。

⑯
　
七
箇
御
園
は
鎌
倉
期
に
は
み
え
ぬ
が
、
　
『
氏
経
神
事
記
』
、
　
『
民
経
卿
引
付
』
、

　
「
下
行
記
」
に
頻
出
す
る
。
宮
川
上
流
の
田
口
・
橡
原
・
打
見
・
野
副
・
野
原
・

　
神
原
・
藤
を
い
い
、
滝
原
宮
奉
幣
使
の
人
夫
・
米
を
負
担
し
た
。

⑰
当
御
収
は
、
鎌
倉
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
下
行
記
」
に
、
政
所
料
所
と
あ
り
、

　
『
内
宮
引
付
帯
下
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
」
）
所
収
、
文
明
十
四
年
閏
七

　
月
十
四
日
付
、
広
田
正
広
宛
荒
木
田
爆
睡
書
状
に
も
、
　
「
政
所
色
々
勤
役
新
所
」

　
と
あ
る
。
た
だ
し
『
神
鳳
紗
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑱
『
年
中
行
事
』
に
よ
れ
ば
、
元
旦
の
年
魚
を
始
め
、
正
月
七
日
、
御
寮
若
菜
等

　
を
供
進
し
て
い
る
。

⑲
　
た
だ
し
、
第
一
章
で
関
激
し
た
も
の
は
省
略
。

⑳
「
樵
木
長
官
」
を
荒
木
賑
忠
元
と
す
れ
ば
、
彼
の
一
禰
宜
存
在
は
康
和
三
～
大

　
治
元
年
迄
で
あ
る
。

⑳
　
『
愛
吟
牽
引
付
臨
所
収
、
康
正
二
年
十
一
月
八
日
付
の
内
宮
庁
宣
で
は
「
大
上

　
分
三
十
三
石
」
と
あ
る
が
、
「
享
徳
元
年
庁
宜
注
文
」
で
は
三
石
と
あ
る
。
内
宮

　
」
円
領
三
十
石
と
、
上
分
米
三
石
と
す
る
『
神
鳳
砂
』
の
記
載
は
正
し
い
と
思
わ

　
れ
る
。

⑫
　
　
「
下
行
記
」
の
記
載
方
法
を
み
る
と
、
豊
崎
・
叢
濃
津
・
七
箇
御
園
な
ど
の
記

　
載
と
、
郡
ご
と
に
上
分
米
を
記
載
し
た
箇
所
と
戴
然
と
分
か
れ
て
い
る
。
前
者

　
は
、
内
宮
の
直
轄
領
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
両
者
合
わ
せ
て
、
十
五
世
紀

　
後
半
の
内
宮
領
の
実
態
を
表
わ
し
て
い
る
。

⑳
神
宮
直
轄
領
に
つ
い
て
は
、
「
神
領
注
文
」
、
　
『
神
鳳
紗
』
と
も
に
、
そ
の
記
載

　
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
そ
の
全
貌
を
知
る
事
は
困
難
で
あ
る
が
、
　
「
下
行
記
」
の

　
記
載
が
、
有
力
な
手
掛
り
と
な
ろ
う
。

　
　
な
お
、
不
記
載
の
御
厨
園
の
う
ち
、
摺
合
・
土
田
（
「
元
享
二
年
内
宮
遷
宮
記
」

　
紙
背
文
書
に
は
、
厳
浄
院
領
と
み
え
る
Y
松
本
・
平
田
御
園
は
、
大
国
庄
関
係

　
史
料
に
み
え
る
も
の
で
、
憶
測
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
策
寺
と
の
対
抗
関
係
で
称

　
し
た
私
称
的
園
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
特
に
川
合
御
厨
に
は
そ
の
可
能
性
が

　
あ
る
。
ま
た
石
田
御
厨
は
、
阿
濃
津
・
別
保
と
同
じ
く
港
で
あ
っ
た
事
、
二
見
御

　
厨
は
塩
を
貢
進
し
て
い
た
都
（
『
日
本
田
鼠
大
系
』
史
料
編
古
代
・
中
世
◎
所
収
、

　
「
御
塩
殿
神
庫
古
文
轡
」
二
九
な
ど
）
か
ら
直
轄
領
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
も
っ
と
も
、
神
郡
化
以
前
、
宣
鷺
を
得
て
御
厨
化
し
た
も
の
（
例
、
飯
高
郡
松

　
山
御
厨
）
、
ま
た
祭
主
・
禰
宜
の
与
判
を
得
た
後
、
宜
旨
を
申
請
し
こ
れ
を
得
た
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も
の
な
ど
（
例
、
多
気
郡
有
爾
郷
宇
保
村
□
、
　
『
鎌
遺
跡
一
五
七
　
九
、
大
中
臣

　
某
請
文
、
兼
仲
卿
記
弘
安
十
年
三
月
・
四
月
巻
裏
文
書
）
現
実
に
は
、
個
々
様
々

　
で
あ
る
。

⑳
　
本
省
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
　
「
は
じ
め
に
」
で
西
田
・
当
用
氏
の
説
に
つ
い
て

　
ふ
れ
た
が
、
西
川
幾
説
に
よ
れ
ば
、
　
「
外
宮
注
進
本
」
と
も
い
う
べ
き
書
が
存
在

　
す
る
事
に
な
る
。
し
か
し
、
氏
は
「
干
隠
外
宮
一
概
寛
」
の
「
干
時
」
を
廷
文
五

　
年
に
掛
る
と
い
う
特
異
な
解
釈
を
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
漢
文
の
初
歩

　
的
誤
り
と
い
う
べ
く
、
　
「
外
宮
～
禰
宜
」
に
掛
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
従
っ

　
て
「
外
宮
注
進
本
」
が
晴
宗
本
と
は
鋼
に
存
在
す
る
訳
で
は
な
い
。

⑳
　
こ
の
項
は
、
弘
安
八
年
十
一
月
十
三
日
の
宣
旨
い
わ
ゆ
る
弘
安
新
制
に
は
み
ら

　
れ
な
い
が
、
こ
れ
と
深
く
闘
撮
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
日
食
米
に
つ
い
て
は
、
　
『
弘
安
一
　
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
日
記
隔
に
、

　
　
愚
物
菓
、
且
任
本
宮
注
文
、
強
将
使
人
工
到
来
、
令
下
行
候
、
解
離
祭
物
已
下

　
供
奉
人
叢
書
米
工
合
市
之
由
、
示
給
之
条
、
不
得
群
論
候

　
と
あ
る
「
供
奉
人
之
食
篭
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
　
『
勘
仲
記
』
弘

　
安
十
年
二
月
十
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
二
月
三
日
仮
殿
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
る
。

⑱
　
こ
の
よ
う
な
注
進
は
、
式
年
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
（
弘
安
八

　
年
、
内
宮
式
年
、
外
宮
は
同
十
年
）
。
な
お
、
引
用
史
料
中
「
承
元
免
除
証
文
」

　
と
あ
り
（
承
元
二
年
、
式
年
）
、
こ
の
時
も
、
注
進
が
作
成
ざ
れ
た
可
能
性
も
あ

　
る
。
な
お
、
遷
宮
に
際
し
て
、
賦
課
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
他
、
大
治
五
年

　
に
、
大
路
庄
加
納
井
手
郷
横
道
村
・
大
国
村
に
藺
萱
・
縄
以
下
が
「
外
宮
仮
殿
御

　
遷
宮
丼
内
宮
御
修
理
料
」
と
し
て
賦
課
さ
れ
て
お
り
（
『
平
遺
』
二
一
六
八
号
、

　
「
爽
寺
百
合
文
書
」
外
）
ま
た
天
承
元
年
に
は
大
国
村
・
稲
木
村
に
同
様
な
も
の

　
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
（
『
平
門
胴
中
ニ
〇
六
号
、
「
寅
寺
百
合
文
書
」
め
」
）
。
御
厨

　
園
に
は
陰
糞
袋
が
、
大
国
庄
加
納
な
ど
、
公
田
に
は
、
藺
萱
以
下
の
も
の
が
賦
課

　
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑳
　
西
田
氏
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
　
彼
の
名
前
は
、
喜
元
・
二
年
応
長
元
年
の
内

　
宮
仮
殿
遷
宮
記
に
は
み
え
る
が
、
元
享
三
年
の
仮
殿
遷
宮
記
に
は
見
え
な
い
と
い

　
う
。

⑳
墨
点
を
付
し
た
も
の
と
し
て
は
、
度
会
郡
長
屋
御
厨
以
下
多
数
あ
る
が
、
何
れ

　
も
建
立
年
限
は
不
詳
で
あ
る
。
こ
の
中
、
弘
永
御
厨
は
、
建
治
烹
年
五
月
日
の
大

　
中
臣
隆
有
申
状
（
『
鎌
遣
』
一
二
七
四
二
、
兼
上
卿
記
弘
安
四
年
八
月
・
九
月
巻

　
裏
文
欝
）
、
真
穆
御
厨
が
『
勘
仲
記
』
弘
安
九
年
九
月
四
日
条
に
見
え
る
。

⑳
　
こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
、
出
典
は
省
略
す
る
が
、
乙
部
御
厨
（
追
肥
）
、
　
黒

　
坂
御
園
（
不
等
載
、
た
だ
し
貢
御
人
が
存
在
）
、
麗
海
北
醐
御
園
（
不
記
載
）
、
朝

　
明
御
園
（
岡
）
、
荒
張
御
園
（
同
、
た
だ
し
、
「
承
元
年
中
建
立
」
と
あ
り
。
　
『
鎌

　
遺
』
；
一
九
笙
二
）
、
中
浜
御
厨
（
同
）
、
中
松
原
御
園
（
同
）
、
諸
道
御
園
（
同
）
、

　
緋
野
御
園
（
同
）
等
々
が
あ
る
が
、
不
記
載
の
理
由
は
不
詳
。

⑳
〉
延
元
四
年
前
後
、
　
外
宮
に
つ
い
て
は
、
　
仮
殿
遷
宮
を
行
っ
た
穆
実
は
な
い
。

　
（
『
警
守
記
隠
延
文
元
年
一
二
月
二
十
八
臼
条
に
、
暦
応
賜
年
十
月
二
十
八
日
、
外
宮

　
杣
山
を
美
濃
白
河
由
に
変
え
た
纂
を
記
し
て
い
る
。
式
年
は
貞
和
元
年
）
、
な
お
、

　
「
御
厨
帳
」
に
は
、
外
宮
直
轄
領
と
み
ら
れ
る
御
厨
園
も
記
載
さ
れ
て
お
り
（
頭

　
注
「
政
所
」
、
　
「
出
納
所
」
記
載
の
も
の
）
こ
の
点
、
　
内
宮
関
係
諸
本
と
は
異
な

　
る
。

⑳
　
『
専
守
記
』
暦
応
四
年
一
月
二
十
二
日
条
。

⑭
南
北
朝
・
室
町
期
の
内
宮
の
例
で
は
あ
る
が
、
西
山
黒
氏
に
よ
れ
ば
、
（
同
氏
、

　
伊
勢
三
神
郡
政
所
と
検
断
ω
」
、
『
日
本
史
研
究
隔
一
八
二
号
所
収
）
道
後
政
所
大

　
夫
は
、
正
禰
宜
か
、
重
代
権
禰
宜
層
出
身
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
段
興
・

　
二
二
の
ご
と
く
一
禰
宜
に
累
進
し
た
例
が
あ
る
。

⑳
　
『
延
文
四
年
記
臨
同
年
八
月
二
十
八
日
条
。

⑳
　
　
「
市
ハ
土
寸
百
ム
眉
文
書
」
　
ミ
　
　
（
『
轟
人
日
本
史
料
』
山
場
編
二
十
二
巻
所
収
）

⑳
　
「
申
心
土
寸
百
合
文
書
」
ム
（
『
山
人
日
太
丁
史
料
』
六
編
二
十
三
巻
所
回
収
）

⑳
　
和
谷
寺
、
釈
尊
寺
、
国
分
寺
、
飯
江
寺
、
雲
林
院
、
常
明
寺
、
安
部
寺
等
。
釈

　
尊
寺
は
別
と
し
て
こ
れ
ら
寺
院
が
祠
官
の
氏
寺
、
あ
る
い
は
そ
の
末
寺
で
あ
っ
た
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微
誕
は
な
い
。
同
じ
事
は
、
員
弁
郡
射
宮
社
田
な
ど
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

⑳
　
　
『
鎌
遺
』
　
一
⊥
ハ
五
〇
一
　
「
兼
仲
卿
一
記
正
応
㎝
兀
年
一
胃
月
条
裏
文
書
」
。

⑳
以
上
の
諸
構
成
要
素
を
本
書
の
記
載
様
式
か
ら
分
溺
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
外
宮
領
の
記
載
は
全
く
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
と
い
っ
て
よ
く
、
統
一
さ
れ

　
た
編
集
方
針
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
何
れ
に
せ
よ
、
本
書
は
先
学
の
指
摘
の

　
ご
と
く
、
草
稿
本
そ
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
の
成
立
賭
期
に
つ
い
て
＝
冨

　
し
て
お
き
た
い
。
　
「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
西
田
氏
は
延
文
五
年
か
ら

　
余
り
へ
だ
た
ら
な
い
時
期
と
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
本
書
の
奥
書
に
そ
の
時
期
が

　
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
干
時
一
禰
宜
晴
宗
」
の
一
行
が
そ
れ

　
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
彼
が
一
禰
宜
春
在
中
、
彼
の
本
を
争
闘
し
た
と
い
う
意
味
に

　
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
本
書
は
彼
の
存
任
期
間
、
応
安
元
年
閏
穴
月
以
降
、
死

　
去
す
る
永
和
二
年
迄
の
八
年
間
と
い
う
事
に
な
る
。

＠
　
建
久
三
年
・
承
久
年
間
・
弘
安
九
年
の
注
文
と
、
建
久
四
年
以
下
神
宮
へ
注
進

　
さ
れ
た
も
の
と
は
峻
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
後
者
の
注
進
自
体
も
、
遷

　
宮
日
食
米
賦
課
の
た
め
作
成
さ
れ
た
も
の
と
こ
れ
と
異
な
る
も
の
と
一
一
類
型
あ
る

　
霧
　
に
留
意
し
た
い
。

神
郡
に
つ
い
て
一
む
す
び
に
か
え
て
一

建久三年「伊勢太神宮領注文」とr神鳳妙』　（稲本）

　
以
上
、
「
神
領
注
文
」
、
　
『
神
鳳
紗
』
の
資
料
的
性
格
に
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
最
後
に
、
神
宮
の
神
郡
支
配
に
つ
い
て
、
若
干
言
及
す
る

事
に
よ
っ
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。
両
資
料
の
性
格
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
右
の
問
題
を
避
け
て
通
る
事
が
出
来
な
い
た
め
で
あ
る
。
神
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
神
郡
支
配
権
の
本
質
を
的
確
に
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
棚
橋
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
そ
の
支
配
権
を
、
　
「
国
衙
機
構
へ
の
依
拠
で
は
な
く
、
伊
勢

神
々
（
祭
主
・
宮
司
庁
）
そ
の
も
の
が
、
こ
れ
ら
の
領
域
に
つ
い
て
國
衙
支
配
を
排
除
し
、
国
衙
行
政
権
を
吸
収
し
、
自
己
の
権
力
の
も
と
に

再
編
し
、
広
域
的
な
行
政
権
と
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
と
と
も
に
国
衙
行
政
権
の
具
体
的
内
容
を
、
溝
隠
御
厨
を
素
材

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
勘
注
・
裁
判
権
を
中
心
に
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
氏
に
付
け
加
え
る
も
の
は
殆
ど
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
鎌
倉
期
を
中
心
と
し
て
、
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
O

主
の
検
断
・
検
注
権
・
「
不
輸
公
判
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
し
　
ま
ず
、
　
『
神
器
紗
』
に
お
い
て
、

る
か
、
概
括
的
に
み
て
お
こ
う
。
第
7
表
は
、
同
書
の
郡
ご
と
の
記
載
事
項
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

は
郡
所
当
以
下
記
載
事
項
が
非
神
郡
と
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
神
郡
の
中
に
お
い
て
も
、

倭
名
抄
郷
名
が
記
載
さ
れ
、
十
世
紀
中
葉
よ
り
末
に
か
け
て
神
郡
化
し
た
安
濃
・
三
重
・
員
弁
郡
に
は
、

の
名
・
神
田
の
み
の
朝
明
・
飯
高
郡
と
は
そ
れ
ぞ
れ
相
違
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
郡
化
し
た
時
点
で
の
、

神
郡
が
い
か
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い

一
見
し
て
明
ら
か
な
ご
と
く
、
神
郡

早
期
に
神
郡
化
し
た
神
三
郡
に
は
、

郡
郷
司
野
田
が
み
ら
れ
、
そ
れ
以
後

　
国
衙
領
の
存
在
形
態
、
国
衙
領
支
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第7表（『神鳳紗』記載項目）

1酬神郡簡当1 郷名 i名 1神郎 郡・綱細1 参考r公文抄』補任

1度会i
○ X

＊〔三｝
`
名
抄
郷
＊
〔
2
｝ × × × 郡司，権大領，惣追捕使

多気 ○ × ’ノ X × × 郡司・惣追捕使
＊（3｝

飯野 ○ × 〃 X 2ケ所 × 郡司・惣追捕使

飯高 ○ ○ × ○ ○ × 南・北郡司

一
志
1
安
西
】
｛
安
東
1

3 ×
○
○

×
×
×

2ケ所
宦
@
×

3ケ所
宦
@
×

　　　×
S司・度会権大領

@　　×

　惣追捕使

@東西郡司・政所p　惣追捕使

奄芸 × × × X X ×

河曲 × X 数ケ所 3ケ断 × ×

鈴鹿
@
　
｛
三
重
1
　
　
…

○
×
○

　×
麻ﾖ

@X
×
○

×
○

　　　×
S司・柴国，・河後

?司

　　　　×

ﾄ昭・河手郷司

朝明｝ ○ ○ × ○ ○ 郡司 ×

員弁i

K名t
○

○
×

離（5）

@×

@×

○
×

○
×

郡司・宮・久米・
}闘郷司

@　　×

久米郷司

@　　　×

＊（1）

＊　（2）

＊　（3）

＊　（4）

＊　（5）

田辺郷ハ不記載。城田郷ハ，外・内城田郷トアリ。

度会郡田辺郷が記載サレテイル。

倭名抄漕代郷ト井手郷ト同ジトイウ説二従ウ。

郷名トシテハ，柴田・河後郷が見エルが所領ヲ指シテハイナイ。

一名トシテハ，宮・久米・笠間郷が見エルガ，所領ヲ指シテハイナイ。

不
輸
御
繭
判
符
様

　
　
　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

依
請
　
以
件
所
開
田
井
常
々
潮
入
、
漂
船
江
新
御
薗
、

為
不
輸
神
領
、

配
の
あ
り
方
の
差
違
を
反
映
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
三
郡

に
お
い
て
は
、
倭
名
抄
郷
が
支
配
の
単
位
と
な
っ
て
お
り
、
　
『
年
中

行
事
記
』
を
見
て
も
、
宇
治
郷
・
箕
曲
面
・
中
万
郷
の
ご
と
く
、
郷

単
位
の
賦
課
、
あ
る
い
は
大
小
刀
禰
・
祝
都
・
住
民
へ
の
賦
課
が
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

わ
れ
、
祭
祀
体
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
安
濃
郡
以
下
に
名
田
・
神
田
の
記
載
が
多
数
に
の
ぼ
る
の
は
、

ま
さ
に
、
国
衙
名
成
立
期
に
神
郡
化
の
時
期
が
あ
た
っ
て
い
る
事
を

　
　
　
　
　
　
　
　
④

端
的
に
示
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
名
は
神
宮
が
郡
・
郷
雲
補
任
権
・

　
⑤

納
所
な
ど
の
徴
税
機
構
等
々
の
掌
握
に
よ
っ
て
、
官
物
徴
収
の
基
礎

　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

単
位
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、

各
神
郡
に
お
い
て
は
支
配
形
態
こ
そ
異
な
れ
、
重
要
な
事
は
、
こ
れ

ら
が
何
れ
も
、
国
衙
領
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
神
宮
の
直
轄
地

で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
　
『
三
三
紗
』
に
は
、
神
郡
と
し
て
の

こ
れ
ら
特
徴
が
鮮
や
か
に
反
映
し
て
い
る
事
を
確
認
し
た
上
で
、
神

郡
支
配
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
　
「
不
輸
公
判
」
に
つ

い
て
み
よ
う
。
　
『
公
文
抄
』
に
は
次
の
文
書
例
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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建久三年「伊勢太神宮領注文」とr神鳳妙』　（稲本）

　
　
可
令
備
進
二
宮
御
蟄
、
但
於
他
領
相
交
者
非
此
限
　
以
判

こ
の
祭
主
の
不
輸
公
判
に
よ
る
御
園
建
立
が
、
単
な
る
形
式
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
事
は
、
た
と
え
ば
、
飯
高
・
一
志
・
安
濃
西
郡
に
散
在
し

　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

た
位
田
御
園
に
つ
い
て
、
外
宮
は
元
久
二
年
仮
名
秦
茂
継
解
状
を
う
け
、
祭
主
裁
を
請
う
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
件
御
薗
導
者
、
故
看
大
弁
入
道
時
範
私
領
也
、
而
去
永
久
年
申
申
立
位
田
、
為
不
輸
地
令
領
掌
半
肩
、
（
中
略
）
為
募
神
威
、
寄
進
謡
講
太
神
宮
御
領
、
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
も

　
　
位
田
御
薗
者
、
（
中
略
）
髪
年
来
遺
書
御
薗
、
未
蒙
公
判
之
間
、
近
年
以
降
郡
司
支
配
公
用
之
間
、
供
祭
上
分
之
勤
闘
如
也
、
（
中
略
）
早
任
常
例
、
雷
上
惣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
供
）
（
上
）

　
　
官
蒙
不
輸
公
判
、
如
元
被
致
□
祭
目
分
之
勤
者
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
、
祭
主
能
隆
の
公
判
・
安
西
郡
大
領
郡
務
使
走
某
の
郡
判
を
得
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
祭
主
の
公
判
は
、
い
わ
ば
国
司
免
判
に
相
当
す
る
も

の
で
脅
・
神
郡
に
対
す
る
国
衙
行
政
権
の
掌
握
を
明
馨
示
し
て
い
勉
次
に
検
断
権
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
・
こ
れ
に
つ
い
て
は
・
鎌
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

末
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
の
、
神
三
郡
に
お
け
る
神
宮
検
断
権
を
詳
細
に
論
じ
た
西
山
克
氏
の
取
れ
た
業
績
が
あ
る
。
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

神
言
郡
検
断
権
の
掌
握
は
、
鎌
倉
初
期
に
迄
遡
及
可
能
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
宮
の
検
断
権
は
神
三
郡
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

あ
ろ
う
か
。
氏
も
引
用
さ
れ
て
い
る
元
徳
二
年
の
伊
勢
守
護
金
沢
貞
顕
書
状
に
は
、
　
「
神
三
郡
に
は
い
ま
た
い
ろ
ひ
さ
た
せ
す
候
」
と
神
詣
郡

に
限
ら
れ
た
も
の
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
次
の
史
料
、
元
応
二
年
の
鎌
倉
幕
府
下
知
状
に
注
目
し
た
い
。

　
　
　
　
冨
樫
介
　
法
師
舷
稲
碇
蝿
子
息
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
　
　
伊
勢
国
飯
野
・
多
気
ニ
ニ
重
・
安
濃
・
奄
・
員
弁
郡
々
地
頭
職
事

　
　
　
右
郡
々
者
本
所
一
円
地
也
、
而
彼
土
民
等
背
　
勅
裁
、
及
敵
対
之
間
、
為
絶
壁
狼
籍
、
可
被
補
地
頭
之
旨
、
本
所
半
被
望
申
、
以
定
照
被
補
地
頭
畢
、
（
以

　
　
　
　
⑮

　
　
　
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

こ
の
史
料
中
み
え
る
「
昌
々
」
が
全
て
、
神
郡
で
あ
る
事
を
確
認
し
た
上
、
幕
府
が
こ
れ
ら
「
烈
々
」
を
本
所
一
円
地
と
称
し
て
い
る
事
に
注

意
し
た
い
。
こ
の
場
合
の
本
所
と
は
、
組
織
体
と
し
て
の
伊
勢
神
宮
、
も
し
く
は
祭
主
を
指
す
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
狼
藷
鎮
圧
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
め
に
　
「
本
所
就
被
弾
申
」
き
、
郡
地
頭
の
設
置
を
み
て
い
る
事
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
神
郡
の
追
捕
・
検
断
権
は
本
来
的
に
は
神
宮
（
祭
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⑱

主
）
に
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
次
に
検
注
権
に
つ
い
て
は
、
　
『
公
文
抄
』
に

　
　
　
　
検
注
御
下
書
様

　
　
　
　
　
　
下

　
　
可
早
任
先
例
、
令
致
沙
汰
、
何
郡
何
所
初
着
検
注
事

　
　
右
件
所
納
所
ト
モ
名
ト
モ
可
令
検
注
言
上
之
状
如
件
以
下

　
　
正
和
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
祭
主
一

右
文
書
中
に
、
　
「
納
所
」
、
「
名
」
と
あ
る
ご
と
く
こ
れ
が
国
衙
領
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
衙
検
注
権
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
事
を
端
的

に
物
語
っ
て
い
る
。
検
注
に
関
す
る
史
料
は
少
な
く
、
承
久
二
年
の
平
某
注
進
状
案
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
安
濃
西
郡
検
注
使
分
気
部
滋
近
充
景
康
、
浄
□
寺
用
田
検
注
之
間
、
（
後
略
）

と
み
え
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
形
式
的
で
は
な
く
、
実
際
に
そ
の
権
限
が
発
動
さ
れ
て
い
た
事
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
鎌
倉
期
に
お
い
て
も
、
神
宮
（
祭
主
）
は
神
郡
に
対
す
る
国
司
的
権
限
を
掌
握
、
発
動
し
て
い
た
事
は
明
ら
か
に
な
っ
た

　
　
⑳

と
思
う
。
　
「
神
領
注
文
」
に
お
い
ズ
、
神
郡
所
在
の
御
厨
園
が
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
所
以
は
、
神
宮
の
こ
の
よ
う
な
神
郡
支
配
権
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
　
「
安
濃
占
者
、
勅
宣
奉
寄
之
間
、
為
　
二
所
神
宮
御
領
、
本
所
進
止
之
間
」
と
「
本
所
事
業
」
と
主
張
さ
れ
、
幕

府
よ
り
も
「
本
所
一
円
地
」
と
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
神
宮
領
を
分
析
す
る
場
合
、
神
郡
の
性
格
を
正
確
に
把
握
す
る
事
が
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
事
が
理
解
さ
れ
た
と
思
う
。
以
上
、
述
べ
来
っ

た
事
か
ら
、
全
神
宮
領
を
類
型
化
し
て
表
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
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神
宮
領
（
内
・
外
宮
領
）
一

1
神
郡

直
讐
⊥

一
丁
（
戸
甲
雨
戸
）
・
納
所
・
名
田
・
神
田
…
…
㈱

1
本
来
的
御
厨
園
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
㈲

1
私
的
所
領
、
御
厨
園
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
㈲

…
非
神
郡
・
弓
勢
国
外
一
直
轄
領
1
一
神
田
・
神
戸
…
…
…
…
④

－
本
来
的
御
厨
園
…
…
…
㈲

一
私
的
所
領
、
御
厨
園
…
…
…
：
…
…
…
・
q
D
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資
料
と
し
て
は
、
　
「
神
領
注
文
」
は
ω
と
㈲
の
一
部
の
み
の
記
載
で
あ
り
、
　
『
尉
面
紗
』
に
は
㈲
・
回
・
④
・
ω
の
み
が
記
載
さ
れ
、
　
（
部
分

的
に
は
㈲
・
㈲
は
細
筆
と
い
う
形
で
記
載
さ
れ
て
い
る
）
て
い
る
事
、
つ
ま
り
、
両
資
料
に
は
神
宮
の
重
要
所
領
は
欠
落
し
て
い
る
事
を
前
提

に
し
て
今
の
神
宮
領
の
分
析
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
え
よ
う
。

　
①
棚
橋
光
男
前
掲
論
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
実
質
的
に
解
体
し
な
が
ら
も
、
郷
単
位
支
配
を
維
持
し
て
行
こ
う
と
す
る
神
宮

②
棚
橋
光
男
『
中
世
成
立
期
の
法
と
園
家
』
樋
「
寛
御
厨
と
権
禰
宜
」

⑧
も
と
よ
り
、
『
神
鳳
紗
』
の
成
立
時
点
で
は
、
倭
名
皆
殺
が
著
し
く
変
貌
し
て

　
い
る
事
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
つ
に
は
、
そ
の
内
都
に
祠
官
の
私
領
的
存
在
で

　
あ
る
御
厨
園
の
成
立
に
よ
っ
て
、
一
つ
に
は
、
そ
の
内
部
に
発
生
し
た
新
し
い
地

　
域
的
集
落
の
成
立
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
　
『
公
文
抄
』
に
射
和
・
小
俊
村
刀
禰
職
補

　
任
状
が
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
郷
の
変
貌
と
そ
れ
に
応
じ
た
支
配
体
制
の
変
化
は
鎌

　
倉
期
に
み
ら
れ
る
。
な
お
、
南
北
期
～
室
町
期
に
つ
い
て
は
、
西
山
克
氏
の
秀
れ

た
業
績
が
あ
る
。
（
同
氏
「
伊
勢
神
三
郡
政
所
と
検
断
㊨
・
⑯
」
（
『
日
本
史
研
究
』

　
一
八
二
・
…
一
三
号
）
、
　
「
南
北
期
の
権
力
と
惣
郷
」
（
日
本
史
研
究
会
史
料
研
究

　
部
会
編
『
中
世
日
本
の
歴
史
像
』
所
収
、
）
ま
た
「
諸
厨
帳
」
に
諸
郷
祭
料
と
し
て

　
継
橋
郷
以
下
工
臨
郡
内
の
倭
名
抄
郷
に
対
す
る
祭
料
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
郷

　
（
外
宮
）
の
姿
勢
が
み
ら
れ
、
　
『
神
鳳
紗
』
と
共
通
す
る
側
面
が
あ
る
。

④
　
安
濃
郡
に
神
田
が
多
数
み
ら
れ
る
の
は
、
国
衙
名
の
一
当
官
物
を
四
姓
給
捧
・

　
俸
隷
田
と
し
て
充
当
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
給
丁
田
は
『
玉
葉
』
建
久
二
年
十

　
二
月
十
日
条
に
よ
れ
ば
、
　
「
不
輸
」
が
認
め
ら
れ
、
当
時
、
　
「
充
満
国
内
」
し
て

　
い
た
が
、
弘
安
二
年
の
大
中
臣
永
盛
申
状
（
『
鎌
遺
』
一
三
六
二
〇
、
兼
仲
卿
記

弘
安
六
年
＋
百
・
＋
二
月
糞
蕃
）
に
、
「
伊
勢
嬰
濃
東
講
翻
名
奉

　
幣
使
勤
労
分
」
、
「
為
公
用
別
地
・
本
所
一
向
進
退
間
、
令
支
配
四
段
懸
者
也
、
彼

　
田
所
在
西
郡
也
、
仮
名
定
富
扁
と
安
濃
郡
に
多
く
設
定
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く

　
安
濃
郡
は
、
「
目
当
郡
口
．
田
者
度
四
姓
幣
使
俸
禄
、
被
奉
［
U
国
領
於
太
神
宮
地

　
候
」
と
あ
る
ご
と
く
、
俸
禄
田
設
定
の
た
め
に
寄
進
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
な

　
お
、
　
「
郡
司
田
所
等
奉
要
田
勘
定
之
文
」
と
郡
司
の
支
配
下
に
あ
っ
た
（
『
鎌
遣
』
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一
六
五
〇
㎝
、
兼
仲
卍
繋
記
｝
止
応
一
兀
年
二
月
条
裏
文
書
）
。

⑥
　
納
所
が
、
十
二
世
紀
に
か
け
て
、
微
騰
単
位
化
し
っ
っ
あ
っ
た
事
は
、
棚
橋
氏

　
前
掲
書
に
委
し
い
。
鎌
倉
期
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
朝
明
郡
干
与
田
納
所
が

　
祭
主
分
附
地
と
あ
る
ご
と
く
（
『
鎌
遺
』
一
二
七
四
三
、
　
兼
仲
獅
記
弘
安
四
年
八

　
月
．
九
月
置
裏
文
書
）
、
所
領
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
　
納
所
は
、
こ
の
他
、
安
濃
郡

　
納
所
（
『
安
東
郡
専
豪
沙
汰
之
』
）
、
　
河
後
者
納
所
（
『
公
文
抄
』
）
、
三
重
郡
市
納

　
所
（
「
御
厨
帳
」
）
、
朝
明
郡
と
思
わ
れ
る
仲
燈
・
田
口
納
所
（
『
経
後
獅
記
』
正
元

　
元
年
瞬
月
二
十
二
日
条
他
）
な
ど
が
神
宮
領
と
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
『
神
鳳

　
紗
囁
に
は
記
載
が
な
い
。
ま
た
『
民
経
記
』
寛
喜
三
年
九
月
　
日
・
十
月
九
日
条

　
に
は
公
卿
勅
使
関
駅
家
人
夫
・
伝
馬
を
「
神
宮
納
所
」
が
武
威
を
か
り
、
対
操
し

　
て
い
る
事
が
み
え
る
。

⑥
「
光
明
寺
文
書
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
次
の
曳
料
は
（
『
鎌
遺
』
二
二
〇
三
）
、

　
鎌
倉
期
に
お
け
る
「
官
物
徴
収
」
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
（
河
）

　
　
已
後
御
領
壱
町
五
段
官
物
米

　
　
　
　
　
合

三
石
四
斗
尊
重
四
斗

　
　
　
正
物
葺
石
混
濁
六
升
　
船
賃
二
斗
四
升
余
響
定

　
6
上
両
方
正
物
三
石
五
斗
七
升
五
合
進
納
日
々

　
　
　
（
中
略
）

　
右
注
進
如
件

　
　
　
建
保
三
年
十
二
月
珊
日
　
定
使
物
忌
内
人
度
会
請
下
上

⑦
棚
橋
光
男
前
掲
譲
所
収
論
文

⑧
『
神
鳳
砂
』
に
は
み
え
な
い
。
比
定
地
と
し
て
は
、
度
会
郡
船
饗
の
地
が
有

　
力
。

⑨
『
神
鳳
妙
』
に
は
み
え
な
い
。
「
御
厨
帳
」
に
は
飯
高
郡
の
み
に
記
載
。

⑩
『
鎌
遺
』
一
五
八
四
、
「
光
明
寺
文
書
」

⑪
　
こ
の
他
、
祭
主
夢
判
の
例
と
し
て
は
、

　
弘
安
八
年
の
大
中
臣
某
請
文
（
『
鎌
遺
』
一
五
七
一
九
、
兼
仲
卿
記
弘
安
十
年
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
）

　
月
・
四
月
巻
裏
文
書
）
に
、
有
蓋
落
焼
保
村
□
を
、
「
為
仰
目
威
、
宛
太
神
宮
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
白
）

　
園
、
可
令
翌
翌
供
税
之
由
、
触
神
宮
之
悶
、
云
華
美
、
云
禰
宜
等
、
与
判
南
明
□

　
也
、
」
と
あ
る
例
。
後
の
史
料
に
な
る
が
、
　
『
民
事
卿
引
付
』
に

　
　
庁
宣
可
早
任
先
例
停
止
、
前
田
方
非
分
違
乱
、
専
玉
響
伊
勢
国
飯
野
郡
魚
見
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
中
臣
）

　
内
深
圏
御
薗
壱
町
事
　
右
件
田
地
者
、
任
玄
仁
治
三
年
八
月
為
継
之
寄
進
状
弾
祭

　
主
下
知
旨
、
全
知
行
為
神
亀
莫
迦
、
　
（
中
略
）

　
享
徳
二
年
八
月
三
日

　
　
（
以
下
略
）

　
ま
た
、
「
年
中
行
長
囲
」
に
、
「
上
津
長
ハ
同
先
々
錐
二
勤
仕
「
従
故
日
照
長
官
之
時

　
（
俊
定
、
一
禰
宜
在
任
、
仁
平
三
～
嘉
応
二
年
）
成
離
不
輸
公
判
ご
と
あ
る
。
な

　
お
、
祭
主
公
判
以
前
に
、
爾
寛
の
与
判
に
よ
っ
て
御
厨
園
を
号
し
た
鱗
は
掲
載
史

　
料
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
が
、
古
く
は
、
永
承
五
年
の
荒
木
二
二
寄
進
状
に
内
宮

　
禰
宜
の
与
判
し
た
例
が
あ
る
（
『
平
遺
』
六
七
七
、
「
微
古
文
府
」
）
。
こ
の
よ
う
な

　
帽
醐
宜
の
与
判
の
み
を
も
っ
て
御
↑
厨
園
を
称
し
た
例
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
　
『
神

　
鳳
紗
』
不
記
載
の
御
厨
園
は
こ
れ
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
と

　
え
ば
、
法
常
住
院
領
三
重
郡
吉
川
御
薗
は
「
仮
名
伴
常
兼
宇
土
御
薗
一
町
三
段
寄

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
進
神
宮
之
状
井
神
宮
与
判
之
状
正
文
長
承
元
年
九
月
算
入
旨
」
と
あ
る
が
、
　
『
神
鳳

　
妙
』
、
「
御
厨
帳
」
と
も
に
み
え
な
い
。
（
『
日
本
糠
業
大
系
』
史
料
編
古
代
∵
中
世

　
⇔
所
収
「
光
明
寺
古
文
書
」
十
九
－
一
二
）

⑫
以
上
の
事
は
、
大
国
庄
の
分
析
や
寛
丸
御
厨
の
成
立
過
程
を
論
ず
る
場
合
、
不

　
可
欠
の
視
点
と
な
ろ
う
。
寛
丸
名
か
ら
御
厨
へ
の
変
化
は
、
祭
主
公
判
に
よ
っ
て

　
実
現
し
た
可
能
性
が
強
く
、
祭
主
と
権
禰
宜
層
の
対
立
の
み
に
よ
っ
て
は
説
明
で

　
き
な
い
。

⑬
西
出
克
氏
前
掲
「
伊
勢
神
隠
郡
と
検
断
ω
㈲
」

⑭
『
金
沢
文
庫
古
文
書
』
第
一
四
二
二
号
、

⑮
　
四
天
王
寺
所
蔵
「
如
意
宝
珠
御
修
法
日
記
」
紙
背
文
書
（
杉
橋
隆
夫
「
四
天
王
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寺
所
蔵
『
如
意
宝
珠
御
修
法
日
記
』
・
『
同
』
紙
背
《
當
霊
湯
闘
係
ぜ
文
書
に
つ
い

　
て
」
、
『
史
林
』
五
三
巻
罪
悪
所
収
）

⑯
た
だ
し
、
「
奄
」
の
次
に
「
芸
」
脱
力
と
編
者
は
す
う
が
、
む
し
ろ
「
奄
扁
を

　
誤
記
し
た
と
考
え
る
方
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
。

⑰
　
郡
地
頭
が
入
間
田
宜
夫
氏
が
言
わ
れ
る
ご
と
く
（
「
郡
地
頭
職
研
究
序
説
」
豊
田

　
武
教
授
還
暦
記
念
会
編
『
臼
本
古
代
．
中
世
史
の
地
方
的
展
眺
』
所
収
、
「
郡
地
頭
職

　
と
公
田
支
配
」
、
　
『
東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
聴
別
巻
六
、
）
国
衙
行

　
政
権
を
吸
収
し
た
権
限
を
持
つ
も
の
と
考
え
た
場
合
、
た
と
え
「
本
所
就
被
望

　
申
」
き
設
置
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
及
ぼ
し
た
影
響
は
多
大
で
あ
っ
た
と
思
わ

　
れ
る
。
な
お
、
　
「
快
禅
伊
勢
国
守
護
方
検
断
覚
書
」
（
『
日
本
塩
業
大
系
』
史
料
編

　
古
代
．
中
世
⇔
所
収
、
　
「
光
閣
古
文
書
」
計
・
一
）
に
み
ら
れ
る
犯
人
引
渡
し
の

　
地
域
区
分
の
問
題
な
ど
考
察
す
べ
き
点
が
多
い
。
ま
た
、
　
『
新
編
迫
加
臨
所
収
の

　
関
東
評
定
事
書
中
、

　
…
、
伊
勢
国
道
二
三
郡
政
所
者
、
難
七
十
年
、
依
申
状
子
細
、
本
所
蒙
御
成
敗

　
事
、

　
と
朝
明
．
三
重
．
員
弁
三
郡
の
政
所
職
が
七
十
年
に
わ
た
っ
て
神
宮
か
ら
離
れ
て

　
い
た
事
を
如
何
に
考
え
る
か
、
な
ど
問
題
が
あ
る
。
（
な
お
、
尊
前
政
所
蔵
は
『
吾

　
妻
鏡
』
建
永
元
年
五
月
六
二
～
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
加
藤
二
重
が
補
任
さ
れ
て

　
い
る
。
　
『
鎌
倉
遺
文
』
は
こ
の
事
書
を
弘
長
四
年
に
か
け
て
収
録
し
て
い
る
が
、

　
件
の
条
文
中
、
　
「
北
条
入
道
御
婆
掠
給
御
下
文
、
及
九
十
余
年
」
と
あ
る
事
か
ら

　
十
三
世
紀
最
末
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
禁
書
が
承
久
の
乱
に
京
方

　
に
加
わ
っ
た
た
め
没
官
さ
れ
、
道
前
政
所
職
は
幕
府
が
手
中
に
し
た
可
能
性
が
強

　
い
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
重
郡
）

⑱
『
元
享
三
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
駈
紙
背
文
書
に
伊
勢
国
佐
山
御
薗
狼
籍
纂
、

鐸
譲
状
型
喬
之
処
、
神
郡
検
断
事
、
任
申
請
被
仰
下
之
旨
如
鐸
申
状

　
頗
川
澄
｛
贔
、
纂
実
者
不
可
然
月
面
所
被
南
下
世
廿
、
以
此
手
可
被
下
知
祭
主
之

　
状
如
件
と
後
醍
醐
天
皇
論
旨
が
あ
る
。
神
郡
検
断
権
が
祭
主
に
あ
る
事
を
確
認
し

　
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑲
『
鎌
遺
』
二
六
九
二
、
『
民
経
記
』
嘉
禄
二
年
自
四
月
至
九
月
巻
裏
文
書
、
な

　
お
字
句
を
、
大
日
本
古
記
録
『
民
経
記
隠
に
よ
っ
て
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

⑳
『
公
文
抄
』
に
み
ら
れ
る
内
繕
司
領
馳
（
籠
）
摺
供
御
人
に
関
す
る
祭
主
の
請

　
文
、
あ
る
い
は
、
『
元
享
三
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
紙
背
文
書
は
、
神
宮
領
が
混

　
在
し
て
い
る
の
で
紛
ら
わ
し
い
が
、
蓮
華
王
院
領
女
河
原
塩
浜
の
例
が
示
す
よ
う

　
に
、
基
本
的
に
は
、
神
郡
に
お
け
る
祭
主
へ
の
尋
沙
汰
を
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、

　
尋
沙
汰
権
を
も
神
宮
が
保
持
し
て
い
た
菓
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
公
卿
勅
使

　
駅
家
雑
墓
飯
高
郡
麺
が
、
『
公
文
抄
』
に
よ
る
と
、
国
司
が
徴
収
し
て
い
る
事
、

　
ま
た
『
吾
妻
鏡
』
文
治
三
年
四
月
二
十
九
日
条
に
み
え
る
ご
と
く
、
関
東
御
領
で

　
あ
る
と
は
い
え
、
留
守
所
か
ら
神
郡
内
の
庄
園
（
二
二
・
豊
田
庄
等
）
に
賦
課
さ

　
れ
て
い
る
事
な
ど
、
残
さ
れ
た
問
題
も
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ゴ
一
重
大
蛍
・
　
遮
二
巾
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The“List　of　Ise－daizingtt－ry6”伊勢太神宮領注文of

1192and“Sinpδsyδ’”＄申鳳妙：abasic　polnt　of　view

　　　　　　　　　　for　the　study　of　Zingu－ry6字申宮領

by

Noriaki　lnamoto

　　lt　is　well　known　that　the　“List　of　lsezinga－ry6”　whlch　was’haAded

over　to　the　Dazy6kqn　ip’　1192，．and　“Sin？6sy61’　are　qocugients　gf　mqjpv，

importance　for　the　study　of　Zingil－ryO，　but’　the　author　feels　tkat　theY

have　been　used　without　suMcient　’exapa．　ination　aboqt　the．ir　character．

This　stuby　is　such　an　examination，　Which　h’as　rnade　elear　that”the

】ist　of　Zing衰一ryδIacks　references　to　the　fiefs　of　Singun　神君β　in　the

Ise　country伊≡勢子，　td　those　outs圭de　the　Ise　country　and　to　those　of

llo－Singun．

　　Moreover，　the“Si叩6sy6”c◎nsists　of　documents　of　the　Zy6k頭承久

Period　（which　were　written　to　establish　a　system　of　cu1t　and　differs

in　character　frorn　the　“List　of　Zingit－ry6”），　and　of　the　．other　doctt－

ments　written　for　the　imposition　of　Nissyokumai日食米at　the　time　of

Sengu遷宮，　But　the　author　has　discovered　that　the　documents　of　the

Zy6kyiX　Period，　which　supposedly　show　the　comp正ete　dominioR　of　ZingU，

．contain　mere　ment圭on　of　Naig丘一ry6内宮領，　and　nothing　on　Tyokkatu－

ry6．直轄領

　　It　is　suggested　that　taking　into　copsideration　these　new　facts　is．neT

cessary　for　the　study　of　Zingit－ry6．

The　Rite　of　Jitian　i藷田and　the　tributary　labour　on　the

Gongtian公田in　the　Spring　and　Autumn春秋period

by

Yoshisuke　Taniguchi

As　regards　the　Rite　of　Jitian　in　the．Spring　and・Autumn　period，　there
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